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第１ 章 総則 

１ ． １  一般事項 

１ ． １ ． １  適用範囲 

１  こ の水道工事共通仕様書（ 以下「 共通仕様書」 と いう 。） は、 尼崎市公営企業局水道部（ 以下

「 水道部」 と いう 。） が、 請負によ り 施行する 水道工事に適用する 。 共通仕様書に定めのない事

項は、 水道工事標準仕様書【 土木工事編、 設備工事編 ２ ０ １ ０ 年 日本水道協会】（ 以下「 日

水協標準仕様書」 と いう 。） によ る も のと する 。  

２  共通仕様書及び日水協標準仕様書に定めのない事項は、 土木工事共通仕様書【 兵庫県土木部】

（ 以下「 県土木共通仕様書」 と いう 。） によ る も のと する 。  

１ ． １ ． ２  優先順位 

１  図面及び特記仕様書に記載さ れた事項は、 共通仕様書、 日水協標準仕様書及び県土木共通仕

様書に優先する も のと し 、 それら の優先順位は次のと おり と する 。  

（ 1） 特記仕様書 

（ 2） 図面 

１ ． １ ． ３  法令等の遵守 

 工事の施工に当たり 受注者は、 当該工事に関する 法令、 条例、 規則等を遵守する こ と 。 なお、

こ れら 諸法規の運用適用は受注者の負担と 責任において行う 。  

１ ． １ ． ４  提出書類等 

１  受注者は、 指定の日ま でに水道部の定める 様式によ る 書類を提出する こ と 。  

２  提出し た書類に変更を生じ た時は、 速やかに変更届を提出する こ と 。  

３  標準的な提出書類は、 表―１ のと おり と する 。  

４  工事完成図書における 工事完成図面の作成は、 付３  工事完成図面作成要領によ る こ と 。  

  ま た、 工事完成図書と し て、 新設し た水管橋、 仕切弁、 空気弁については、 別紙―１ （ 様式

１ 、 ２ 、 ３ ） の点検台帳に必要事項を記入し 、 提出する こ と 。 ただし 、 仕切弁、 空気弁につい

ては別-43、 55、 68 のバルブ鉄蓋及び空気弁鉄蓋仕様書によ り 、 設置し た箇所に限る 。  
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表―１  提  出  書  類  一  覧  表 

区
分 

名     称 
様
式 

部
数 

提出期限 
区
分 

名     称 
様
式 

部
数 

提出期限 

工 

事 

着 

手 

に 

関 

す 

る 

も 

の 

 
現場代理人届 

 ２ 

工事請負契約

締結時（ 注 1)  

報 

告 

・ 

届 
出 
に 

関 

す 

る 

も 

の 

施工内容 ○ １ 必要の都度 

事故報告書 ○ １ その都度 

工事工程表 ○ １ 

契約日か ら ７

日以内 

再生資源利用〔 促

進〕 計画書 

 １ 

契 約 日 か ら ７

日以内 

監理技術者・ 主任技術者専

任届 

 ２ 

工事請負契約

締結時（ 注 1）  

道 路 使 用 許 可 書

（ 写）  

 １ 許可後直ちに 

公共工事前払金交付申請

書及び前払金請求書（ 注 2） 

 各
１ 

契 約 日 か ら  

３ ０ 日以内 

特定建設作業実施

届（ 写）  

 １ 届出後直ちに 

施工計画書 

 

２ 現場着工前 
各種官公署届出書

（ 写）  

 １ 〃 

地下埋設物等立会確認書 ○ １ 〃 
各 種 保 険 加 入 書

（ 写）  

 １ 加入後直ちに 

材 

料 

に 

関 

す 

る 

も 

の 

使用材料確認願（ 注 3）  

 

１ 必要の都度 
建退共掛金収納書、 

中退共加入証明等 

 １ 

契 約 日 か ら １

ヶ 月以内 

土木工事承諾願（ 材料）（ 注

3）  
 １ 必要の都度 

中間前払金認定請求書、

公共工事中間前払金交付

申請書及び中間前払金請

求書（ 注 2）  

 各
１ 

 

要 件 を 満 た す

日以降 
工事材料試験証明書  １ その都度 

完 
成 
に 

関 

す 

る 

も 

の 

工事完成（ 既済部分） 届 ○ ２ 

工事が完成し た

（ 指定さ れた）日 
工期延長申請書 ○ １ その都度 

工事完成図書   

工事が 完成し

た日 

そ 
 
  

の 
 
 
 

他 

給水整備工事要望

書 
〇 １ その都度 

工事記録写真帳  １ 〃 
個人情報・ データ 取扱

特記事項に係る 様式 
〇 １ 〃 

再生資源利用〔 促進〕 実施

書 

 １ 〃 その他承諾図書  ２ 必要の都度 

再資源化等報告書 ○ １ 〃 その他規格証明書  ２ 〃 

建設資材廃棄物引渡完了

報告書 
○ １ 〃 

そ の他施工に 必要

な資格類証明書 

 １ 〃 

工事費等請求書 ○ １ 

工事完成認定

を受けた日 
 

   

 

注１ ： 契約担当課へ提出する  

注２ ： 辞退する 場合は、 辞退届を提出する こ と  

注３ ： 使用材料確認願は、 設計図書の品質規格に適合し た材料を使用する 場合に提出し 、 土木工事承諾願（ 材料）

は設計図書の品質規格に適合し ていない材料を使用する 場合に提出する 。  

※様式欄で〇印のも のは、 様式集にて様式を掲載し ている 。  
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別紙―１  
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１ ． １ ． ５  保険の付保及び事故の補償 

１  受注者は、 雇用保険法、 労働者災害補償保険法、 健康保険法及び中小企業退職金共済法の規

定によ り 、 雇用者等の雇用形態に応じ 、 雇用者等を被保険者と する こ れら の保険に加入し なけ

ればなら ない。  

２  受注者は、 雇用者等の業務に関し て生じ た負傷、 疾病、 死亡及びその他の事故に対し て責任

をも って適正な補償を行う 。  

３  受注者は、建設業退職金共済制度に該当する 場合は同組合に加入し 、その共済証紙を購入し 、

その際に受領する 発注者用掛金収納書（ 以下「 収納書」 と いう 。） を工事請負契約締結後 1 ヶ 月

以内に原本を水道部に提出する こ と 。 ま た、 共済証紙を追加購入し たと き は追加共済証紙に係

る 収納書を工事完成時ま でに水道部に提出する こ と 。  

４  受注者は、 法定外の労災保険に付さ なければなら ず、 保険契約を締結し たのち、 その加入を

証する 書類を水道部に提出する こ と 。  

１ ． １ ． ６  損害賠償保険 

１  受注者は、 工事に起因する 第三者の身体生命及び財物の損害を填補する 保険（ 請負業者賠償

責任保険等） に加入し 、 その加入を証する 書類を水道部に提出する こ と 。  

２  前項の保険の被保険者は、 受注者及び全下請負人と する こ と 。  

３  第 1 項の保険の期間は、 実際の工事のための準備工事（ 材料の搬入及び測量等の現場におけ

る 作業を開始する こ と をいう 。）の初日から 工事完成予定日の 1 ヶ 月後の日ま での間と する 。（ 工

期延長が１ ヶ 月を超える 場合は加入期間をその工事完成日ま で延長する 。） なお、 年間を通じ て

契約する 保険であって、 当該保険期間が工期の途中において満了する 場合は、 無保険期間が生

じ る こ と のないよ う に新たな保険契約を行わなければなら ない。 こ の場合は、 新たな加入を証

する 書類を水道部に提出する こ と 。  

１ ． １ ． ７  火災保険等 

   工事請負契約書第５ ７ 条の火災保険等は、 工事目的物及び工事材料等に対し て組立保険、 土

木工事保険その他の保険に加入する こ と 。  

  保険期間は、 実際の工事のための準備工事（ 材料の搬入及び測量等の現場における 作業を開

始する こ と をいう 。） の初日から 工事完成予定日の１ ４ 日後の日ま での間と する 。（ 工期延長が

１ ４ 日を超える 場合は加入期間をその工事完成日ま で延長する 。 こ の場合は、 新たな加入を証

する 書類を水道部に提出する こ と 。）  

１ ． １ ． ８  現場代理人不在時の対応 

現場代理人は現場常駐である が、 やむを得ず不在と なる 場合には十分代行出来る 者を 現場常

駐さ せ、 緊急時には迅速な対応を取れる よ う にする こ と 。  

１ ． １ ． ９  個人情報保護 

受注者は、 関係法令及び尼崎市個人情報の保護に関する 法律施行条例（ 平成１ ６ 年尼崎市条

例第４ ８ 号） を遵守する と と も に、 個人情報・ データ 取扱特記事項に掲げる 事項についての安

全確保の処理を行い、 個人情報の保護に必要な措置を講じ なければなら ない。（ 個人情報・ デー
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タ 取扱特記事項は様式集に掲載し ている 。） ま た、 紛失等によ り 発注者又は当該個人情報の対象

者に損害を与えたと き は受注者の責任と 負担によ り 適切に処置する こ と 。  

１ ． １ ． １ ０  中間前払金認定 

受注者は、 中間前金払の認定請求を行う 時は、 工事監督員の指示に従い出来高が確認でき る

数量表、 図面、 写真、 その他の資料を提出し なければなら ない。  

 

１ ． ２  安全管理 

１ ． ２ ． １  一般事項 

１  受注者は、 降雨、 強風等の場合には、 直ちに現場巡視を行い、 陥没箇所の補修、 工事看板、

保安柵等の飛散防止措置を講じ る と 共に、 巡視結果及び事故防止措置内容を工事監督員（ 退庁

時刻後及び休日にあっては尼崎市上下水道庁舎 警備室） に報告する こ と 。  

１ ． ２ ． ２  交通保安対策 

１  受注者は、 工事路線が通学路に当たる と き は、 事前に学校当局と よ く 協議を行い、 通学路の

安全確保に努める こ と 。  

２  受注者は工事着手日ま でに監督員から 「 ごみの収集方法について（ 通知）」（ 以下「 通知書」

と いう 。） を２ 部受け取り 、 それをも って尼崎市経済環境局環境部業務課（ 以下「 業務課」 と い

う 。） と 工事区間のゴミ の収集方法についての協議をおこ なう こ と 。 その際、 業務課よ り 確認印

が押印さ れた通知書１ 部を受け取り 必ず監督員に提出する こ と 。  

３  受注者が配置する 交通誘導員は、 原則と し て交通誘導警備検定合格者（ １ 級又は２ 級） を配

置する こ と 。 ただし 、 交通誘導警備検定合格者を配置でき ない場合は、 交通誘導に関し 専門的

な知識及び技能を有する 警備員（ 表―２ ） を配置する こ と 。  

表―２  交通誘導員資格要件 

資格 資格要件 

1， 2 級交通誘導警備検

定合格者 

・ 公安委員会が学科及び実技試験を行って、 交通誘導警備に関し

て専門的な知識及び技能を有する と 認めた者 

交通誘導に関し 専門的

な知識及び技能を有す

る 警備員 

・ 警備業法における 警備員指導教育責任者資格証の交付を受けて

いる 者 

・ 警備業法における 指定講習を終了し た者 

・ 警備業法施行規則における 基本教育及び業務別教育（ 警備業法

第２ 条第１ 項第２ 号の警備業務） を既に受けている 者で、 交通誘

導に関する 警備業務に従事し た期間（ 実務経験） が 1 年以上であ

る 者 

４  受注者は、 交通誘導員と し て交通誘導警備検定合格者を配置し た場合、 交通誘導警備検定合

格証（ 写し ） を水道部に提出する こ と 。  

ま た、 交通誘導員と し て交通誘導に関し 専門的な知識及び技能を有する 警備員を配置し た場

合、 交通誘導に関し 専門的な知識及び技能を 有する と 確認でき る 次の資料の何れかを 水道部に
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提出する こ と 。  

( 1)  警備員指導教育責任者資格者証（ 写し ）  

( 2)  指定講習修了証明書（ 写し ）  

( 3)  警備業法施行規則第３ ８ 条第２ 項に定める 基本教育、 及び、 同条第２ 項、 第３ 項に定める

業務教育（ 警備業法第２ 条第１ 項第２ 号の警備業務） を受講し たこ と を証明する 警備員名

簿及び教育実施状況等の写し 、及び交通誘導に関する 警備業務に従事し た期間（ 実務経験）

が 1 年以上である こ と を証明する 書類 

５  交通誘導員 A, Bの定義と し て 

  「 交通誘導員 A」： 警備業者の警備員（ 警備業法第２ 条第４ 項に規定する 警備員をい 

う 。） で、 交通誘導警備業務（ 警備員等の検定等に関する 規則第１ 条第４ 項に規定する  

交通誘導警備業務をいう 。） に従事する 交通誘導警備業務に係る １ 級検定合格警備員又 

は２ 級検定合格警備員 

「 交通誘導員 B」： 警備業者の警備員で、「 交通誘導員 A」 以外の交通誘導に従事する も  

の警備業者の警備員で、「 交通誘導員 A」 以外の交通誘導に従事する も の 

６  受注者は、 国道の規制を行う 場合は、 路上工事規制情報を作成の上、 工事監督員の指示によ

り 国道事務所に提出する こ と 。  

７  受注者は、 兵庫県公安委員会告示第１ ３ ９ 号で規定さ れている 路線において交通誘導を行う

場合は、 第３ 項ただし 書き の規定に関わら ず警備員等の検定等に関する 規則（ 平成１ ７ 年１ １

月１ ８ 日 国家公安委員会規則第２ ０ 号） 等に基づき 、 交通誘導警備検定合格者（ １ 級又は２

級） を規制箇所ごと に１ 名以上配置する こ と 。  

１ ． ２ ． ３  事故防止 

１  受注者は、 工事の施工にあたって予想さ れる 地下埋設物件について、 工事着手前に地下埋設

物管理者と 現地立会いのう え、当該物件の位置・ 深さ を確認し 、保安対策の打合せを十分行い、

事故の発生を防止する こ と 。  

２  受注者は、 地下埋設物（ ガス 、 電気、 水道、 下水道等） 周囲５ ０ cm の掘削は手掘り で行い、

損傷を与えないよ う にする こ と 。 ま た、 必要に応じ て、 地下埋設物の防護措置を行う と 共に万

が一破損さ せた場合及び破損し た地下埋設物を 発見し た場合には、 直ちに当該地下埋設物管理

者に連絡する と 共に、 工事監督員に報告し 、 その指示に従う こ と 。  

３  受注者は、 地下埋設の給水管の継手と ガス 管が近接する 場合においては、 給水管をその継手

部を中心に両側３ ０ ｃ ｍ以上をポリ エチレ ンス リ ーブで巻く こ と 。 こ のと き 、 ポリ エチレ ンス

リ ーブの重ね合わせは、 ガス 管の反対側で行う こ と 。 ガス 管と の離隔が交差部で３ ０ ｃ ｍ、 並

行部で５ ０ ｃ ｍ以上確保でき る 場合はこ の限り でない。（ 図―１ 参照）  
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交差３ ０ cm未満 

給水管 

継手部（ ジョ イ ント ・ エルボ等）  

ポリ エチレンス リ ーブ 

３ ０ cm ３ ０ cm 

ガス 管 

交差離隔３ ０ ｃ ｍ未満 

 

 

 

平行離隔５ ０ ｃ ｍ未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１  給水管、 ガス 管近接箇所ポリ エチレンス リ ーブ被覆標準図 

 

４  前項の地下埋設物管理者への現地立会いの連絡は、 受注者の責任において行い、 工事監督員

に立会い日時を連絡する こ と 。  

５  受注者は、 埋設物件等の地下埋設物管理者不明、 ま た協議図面と 現地での差異を発見し た場

合は、 工事監督員に報告し 、 その処置については地下埋設物管理者の立会いを求め地下埋設物

管理者を明確にする と と も に、 施工方法を協議し 、 その結果を施工内容に記載する こ と 。  

６  受注者は、 協議図面や現地マーキングを鵜呑みにする こ と なく 、 水路等の構造物横断箇所で

の舗装版切断については地下埋設物件の深さ が浅く なっている こ と も 有り 得る と 考え、 試堀調

査を行ったう えで施工する こ と 。 なお、 地下埋設物情報は現場代理人のみではなく 、 舗装版切

断作業員を含めた作業員全員に周知さ せる こ と 。  

１ ． ２ ． ４  事故報告 

工事施工中万一事故が発生し たと き は、 所要の処置を行う と と も に、 事故発生の原因及び経

過、 事故によ る 被害の内容等について、 直ちに工事監督員に報告する こ と 。  

１ ． ２ ． ５  石綿セメ ント 管撤去作業 

１  受注者は、 石綿セメ ント 管（ 以下「 石綿管」 と いう 。） の撤去作業を行う 場合、「 石綿障害予

防規則」（ 平成 17 年厚生労働省令 21 号） 及び「 飛散性アス ベス ト 廃棄物の取扱に関する 指針」、

関係法令を遵守する こ と 。  

２  受注者は、 石綿管撤去に関する 作業計画書を作成し 、 水道部に提出する こ と 。  

テープ等 
（ 緩く 巻く こ と ）  

 

給水管 

継手部（ ジョ イ ント ・ エルボ等） 

ガス 管 

平行５ ０ cm未満 

３ ０ cm ３ ０ cm 

ポリ エチレ ンスリ ーブ ポリ エチレ ンスリ ーブ 

３ ０ cm ３ ０ cm 

テープ等 

（ 緩く 巻く こ と ）  
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３  受注者は、 特定化学物質等作業主任者技能講習修了者の中から 石綿作業主任者を選定し 水道

部に届出する こ と 。  

４  石綿管の撤去作業に従事する 者は、 水道部の指示する 保護具等を着用し 作業する こ と 。  

 

１ ． ３  工事用設備等 

１ ． ３ ． １  工事用機械器具等の保管 

１  受注者は、 作業時間中を除いては道路上に工事用建設機械及び資材を残置し てはなら ない。  

２  受注者は、 施工場所近隣に工事用建設機械の保管場所を確保する こ と 。 ただし 、 こ れによ り

難い場合には、 工事監督員と 協議し 必要な処置を講じ 水道部の承諾を得る こ と 。  

１ ． ４  工事施工 

１ ． ４ ． １  一般事項 

１  受注者は、 現場代理人その他の工事従事者に市民宅を訪問さ せる 場合には、 訪問する にふさ

わし い服装で社員証を提示さ せ、 必要に応じ て当該市民に名刺を交付さ せる こ と 。  

２  社員証は、図―２ のと おり 作成し 、透明なカード ケース に入れて首から 吊り 下げる か、又は、

胸に付けて掲示さ せる こ と 。  

３  現場代理人は、 前項の掲示を現場在駐中常時行う こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 社員証寸法図 

１ ． ４ ． ２  施工計画書 

１  受注者は、 現場着工前に工事目的物を完成する ために必要な手順や工法等についての施工計

画書を工事監督員に提出する こ と 。 受注者は、 施工計画書を遵守し 工事の施工に当たる こ と 。

こ の場合、 受注者は、 施工計画書に次の事項について記載する こ と 。 ま た、 監督員がその他の

項目について補足を求めた場合には、 追記する こ と 。 ただし 、 受注者は維持工事等簡易な工事

においては工事監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略する こ と ができ る 。  

( 1)  工事概要 

( 2)  工事工程表 

　社員証は、下記の寸法等を参考にして作成すること。

社員証紙寸法
９７㎜

カラー写真 　　社　　員　　証

3cm×4cm 氏名　　○○　　××

昭和　　　年　　　　月　　　　日生

㈱　△　　△　　△　会社　㊞
発行日　平成　　年　　月　　日

写真は、無帽、正面、無背景で胸から上が写っているもの。（顔がわかるもの）

６
９

㎜
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( 3)  現場組織表 

( 4)  安全管理 

( 5)  主要資材 

( 6)  主要機材 

( 7)  施工方法 

( 8)  施工管理 

( 9)  緊急時の体制 

( 10)  環境対策 

( 11)  再生資源の利用と 促進と 建設副産物の適正処理方法 

( 12)  その他 

２  受注者は、 施工計画書の内容に変更が生じ た場合には、 その都度当該工事に着手する 前に変

更に関する 事項について、 変更施工計画書を工事監督員に提出する こ と 。 ただし 、 変更内容が

軽微と 考えら れる 場合は、 工事監督員と 協議する こ と 。  

３  受注者は、 施工計画書の内容について工事監督員が別途指示し た場合には、 さ ら に詳細に記

載する こ と 。  

４  受注者は、 施工中の現場に、 施工計画書を備え置く こ と 。  

１ ． ４ ． ３  休日、 年末年始の工事抑制期間の施工 

尼崎市の休日を定める 条例（ 平成3年尼崎市条例第1号） に規定する 市の休日及び年末年始の 

工事抑制期間は、 作業を行わないこ と 。 ただし 、 工事の施行の都合上、 作業を行う 必要がある

と き は、 事前に工事監督員と 当該施工日の作業箇所及び作業内容について、 週間工程表や月間

工程表等に、 休日等の工事や立会い・ 確認を依頼する 旨を記載する こ と によ り 届出さ れたこ と

と する 。  

１ ． ４ ． ４  調査、 試験に対する 協力 

受注者は、 水道部が自ら 又は水道部が指定する 第三者が行う 調査及び試験に対し て、 工事監

督員の指示によ り こ れに協力し なければなら ない。 こ の場合、 水道部は、 具体的な内容等を事

前に受注者に通知する も のと する 。  

１ ． ４ ． ５  不正軽油の使用禁止 

受注者は、 工事の施工にあたり 、 使用する 車両及び建設機械等の燃料と し て、 不正軽油（ 地

方税法に違反する 軽油等） を使用し てはなら ない。  

１ ． ４ ． ６  環境に対する 配慮 

受注者は、 工事の施工に際し 、 環境への負荷の低減を図る と と も に、 自然環境の保全に努め

る ため、 次の事項に配慮する こ と 。  

( 1)  資源の有効活用 

ア エネルギーの有効活用に努める 。  

イ  工事用機材の点検整備を励行する 。  

( 2)  周辺地域への負荷の低減 

ア 建設工事に伴う 騒音振動対策技術指針の適用範囲においては、 低騒音・ 低振動施工方法
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の採用に努める と と も に、 低騒音・ 低振動型建設機械を使用する 。  

イ  主要な建設機械については、 排ガス 対策型建設機械の使用を図る 。  

ウ  臭気の発生が予想さ れる 工事については、 適切な低減処置を講じ る 。  

エ 周辺の利水状況を調査し 、 必要に応じ 適切な地下水の低下防止対策を講じ る 。  

オ 特定建設作業で、 人家等に近接し 、 特に必要と 認めら れる 場合には、 環境監視を行い、

必要な環境保全対策を講じ る 。  

カ 建設機械等のアイ ド リ ング・ ス ト ッ プの励行によ り 大気汚染、 悪臭の軽減を図る 。  

キ ほこ り の発生が予想さ れる 工事については、 適切な低減処置を講じ る 。  

ク  残土散乱防止・ 濁水の発生防止に努める と と も に適切な処理対策を講じ る 。  

ケ 必要に応じ 汚泥排出防止のための対策を講じ る 。  

コ  施工範囲を必要最小限にする よ う 努める  

( 3)  工事の効率化や安全な資機材の活用 

ア 環境に影響を及ぼす資機材の使用を避ける 。  

イ  鉛管等の取替を図る 。  

ウ  効率的、 合理的な工事工程によ り 工期の短縮を図る 。  

( 4)  自然環境への負荷の軽減 

ア 自然環境の保全に努める 。  

１ ． ４ ． ７  ガス 漏れ事故防止対策 

１  受注者は、 着手に先立ち、 ガス 会社係員と 打合せのう え試験掘など によ り 、 あら かじ め、 ガ

ス 管の位置を確認し 、 防護対策などについてよ く 協議する こ と 。  

２  掘方内、 又は、 掘方に近接し ている ガス 管がある 場合は、 ガス 会社係員と 協議し て、 防護、

養生の処置をと る こ と 。  

３  杭打ち、 矢板打ち、 又は、 機械掘を行う 場合は、 着工前日ま でにガス 会社に連絡する こ と 。

なお、 掘削の際、 損傷の恐れがある 場合には、 ガス 管の周囲を手掘り する こ と 。  

４  埋め戻し をする 場合、 ガス 管の損傷並びに水取器の鉄蓋等、 ガス 設備の標示物を埋めないよ

う 十分注意し て施工する こ と 。  

５  杭、 矢板抜き 及び防護施設の撤去等は、 埋め戻し 後、 地盤の落ち着き を待って、 ガス 会社係

員と 協議のう え施工する こ と 。  

６  工事中にガス 管を折損し たと き 、 ある いは損傷の疑いのある と き 、 又は、 少し でも ガス の臭

いに気付いたと き は、 直ちにガス 会社に連絡する と と も に水道部に連絡する こ と 。 なお、 ガス

会社の係員が到着する ま で付近の火気使用を禁止する と と も にガス 中毒、 火災等が発生し ない

よ う 必ず現場監視する こ と 。  
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第２ 章 材料 

２ ． １  発生品 

２ ． １ ． １  現場発生品 

 受注者は、直管に切管残が生じ たと き 及び現場で撤去管が発生し たと き は、設計図書の定 

め又は工事監督員の指示がある 場合を除き 、 受注者の責任において適正に処分する こ と 。  

ま た直管に切管残が生じ たと き 及び現場で撤去管が発生し たと き は、受注者は鉄屑〔 ス ク  

ラ ッ プ〕（ 故銑B） と し て処分する こ と 。  

 

２ ． ２  材料品目 

２ ． ２ ． １  生コ ンク リ ート  

レ ディ ーミ ク ス ト コ ンク リ ート を用いる 場合は、 ２ ０ ２ ３ 年制定土木学会コ ンク リ ート 標準

示方書（ 施工編） によ る こ と 。  

 

２ ． ３  管工事用材料 

２ ． ３ ． １  埋設管等 

地中埋設管路の材料規格は、 別紙のと おり と する 。  

２ ． ３ ． ２  ポリ エチレ ンス リ ーブ 

地中埋設する ダク タ イ ル鋳鉄管には、 原則と し てポリ エチレ ンス リ ーブを被覆し 、 被覆方法

等については、「 日本ダク タ イ ル鉄管協会」発行の「 ダク タ イ ル鉄管用ポリ エチレ ンス リ ーブ 施

工要領書」 に基づく こ と 。  

内面エポキシ樹脂粉体塗装管のポリ エチレ ンス リ ーブは、 粉体塗装管と 表示し ている も のを

使用する こ と 。  

２ ． ３ ． ３  溶剤浸透防止ス リ ーブ 

水道配水管用ポリ エチレ ン管には、 溶剤浸透防止ス リ ーブ（ ナイ ロ ンス リ ーブ） を被覆する こ

と 。 被覆方法については、「 配水管用ポリ エチレンパイ プシス テム協会」 発行の「 POLI TEC 維

持管理マニュ アル」 を参照する こ と 。  

２ ． ３ ． ４  埋戻し 材 

管布設工事の埋戻し 材料は、 再生切込砕石（ ０ ～４ ０ mm） を使用する こ と を標準と する 。  

ただし 、 埋設管路の材料が水道配水用ポリ エチレ ン管の場合は、 管の上下１ ０ ｃ ｍを砂（ ス

ク リ ーニングス ） で保護する こ と 。  

     （ 参考図）  

10cm 

10cm ポリ エチレン管 

再生切込砕石 

砂（ ス ク リ ーニングス ）  
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第３ 章 工事 

３ ． １  土工事 

３ ． １ ． １  建設副産物等の処理 

１  受注者は、 水道部が指定する 処理施設の中から 搬出先施設を選定し 、 建設副産物処理委託に

係る 契約書の写し を施工計画書に含め、 工事監督員に提出し なければなら ない。  

２  受注者は、 建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡し が完了し たと き は、「 尼崎市産業

廃棄物の不適正な処理の防止に関する 条例」（ 平成１ ５ 年９ 月３ ０ 日 尼崎市条例第３ ３ 号） 第

１ ６ 条の１ に基づき 、 再資源化等報告書及び建設資材廃棄物引渡完了報告書を提出する こ と 。  

３  受注者は、 産業廃棄物が排出さ れる 工事にあたっては、 産業廃棄物管理票（ マニフェ ス ト ）

によ り 適正に処理さ れている こ と を確認する こ と 。 ま た、 電子マニフェ ス ト によ る 場合は受渡

確認票の写し を、紙マニフェ ス ト によ る 場合は D票・ E票を工事監督員に提示し なければなら な

い。 ただし 、 E票については、 提示が工事完成後になっても やむを得ない。  

３ ． １ ． ２  舗装の切断作業に伴い発生する 濁水等の適正処理 

１  受注者は、 舗装の切断作業に伴い発生する 産業廃棄物は、「 廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」 に基づき 、 下表によ り 適正に処理する こ と 。  

表 産業廃棄物の分類 

工法  

区分 

濁水が生じ る 工法 

（ 湿式）  

濁水が生じ ない工法 

（ 空冷式 等）  

排出形態 濁水※1 粉体 

産業廃棄物の 

分類 

「 汚泥」、 含まれる 成分によ っては「 汚泥+廃アルカリ 混合物」  

（ ※1 乾燥さ せた場合も 同様）  

 

２  濁水が生じ る 工法（ 湿式） を採用する 場合は、 産業廃棄物の「 汚泥」 ま たは「 汚泥+廃アルカ

リ 混合物」 と し て適正に処理する こ と 。 収集・ 運搬・ 処理方法は下記( 1) ～( 3) のと おり と する 。  

( 1)  収集方法 

以下の収集方法等によ り 、 直接現場外に排水する こ と なく 、 適正に収集する こ と 。 なお、

こ れら の方法は指定ではなく 、各現場にて適正に収集する こ と が可能な方法で収集する こ と 。 

<収集方法（ 例） > 

・ 濁水を収集する 機能を有する カッ タ ー機械（ バキュ ーム式） によ る 収集 

・ 工業用掃除機によ る 収集 

・ 濁水をス ポンジ等で吸着さ せバケツ等に移し 替えて収集 等 

( 2)  運搬方法 

収集し た濁水は、「 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律」 の運搬の基準に伴い、 適正に処理

する こ と 。  

( 3)  処理方法 

収集し た濁水は、 産業廃棄物の「 汚泥」 と し て「 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律」 に

基づき 適正に処理する こ と 。  



13 

 

なお、 収集し た濁水に含ま れる 成分によ っては、 産業廃棄物の「 廃アルカリ 」 と の混合物

に分類さ れる 可能性がある ため、 処理の際には十分注意する こ と 。 ま た、 pH12. 5 以上の場合

は「 特別管理産業廃棄物」 と し ての処理が必要と なる ので十分注意する こ と 。  

「 廃アルカリ 」 や「 特別産業廃棄物」 と し ての処理が必要と なった場合には、 監督員と 協

議の上、 適正に処理する こ と 。  

３  濁水が生じ ない工法（ 空冷式等） を採用する 場合は、収集にあたり 吸引装置を併用する など、

粉塵の飛散防止対策を行う も のと と も に、 収集し た粉塵については、 産業廃棄物の「 汚泥」 と

し て適正に処理する こ と 。  

４  舗装版切断後の路面汚れの清掃について、 散水等で発生する 濁水も 産業廃棄物と なる ので、

適正に処理する こ と 。  
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３ ． ２  管布設工事 

３ ． ２ ． １  配管工 

１  ダク タ イ ル鋳鉄管の配管工は、 日本水道協会の耐震配水管技能者登録以上又は日本ダク タ イ

ル鉄管協会等の耐震型継手の配管技能講習修了者と し 、 工事着手に先立ち登録証又は修了書を

提出し 、 工事監督員の承諾を得る こ と 。  

２  水道配水用ポリ エチレ ン管の配管工は、 配水用ポリ エチレ ンパイ プシス テム協会主催の水道

配水用ポリ エチレ ン管施工講習会の受講証を得た者と し 、 工事着手に先立ち受講証を提出し 、

工事監督員の承諾を得る こ と 。  

３  甲切管の有効長についてラ イ ナの有無に関わら ず、 受口部よ り 標準胴付寸法を差し 引いた箇

所から 挿し 口端部ま でを有効長と する こ と 。  

３ ． ２ ． ２  継手チェ ッ ク シート 及び継手接合 

  受注者は、 全接合箇所の継手チェ ッ ク シート を提出する こ と 。 継手チェ ッ ク シート の作成に

ついて、 ダク タ イ ル鋳鉄管は「 日本ダク タ イ ル鉄管協会」 発行の各種「 接合要領書」、 水道配水

用ポリ エチレ ン管は「 配水用ポリ エチレ ンパイ プシス テム協会」 発行の「 POLI TEC 施工マニュ

アル」 の記載例を参考にする こ と 。  

  ダク タ イ ル鋳鉄管の接合は各種「 接合要領書」、水道配水用ポリ エチレ ン管の接合は「 POLI TEC 

施工マニュ アル」 に基づき 、 確実に施工する こ と 。  

３ ． ２ ． ３  鉄蓋類設置工 

１  仕切弁鉄蓋の矢印は、 配水本管は流れの方向、 又は分岐点の中心から 外側に向かって管路の

方向に合わせて設置し 、 配水支管は分岐点の中心から 外側に向かって管路の方向に合わせて設

置する こ と 。  

２  消火栓用円形鉄蓋は、 交通状況等を考慮のう え、 工事後の維持管理、 操作等に支障のないよ

う 設置する こ と 。 ま た、 工事監督員の指示に従い蓋表面に管理番号プレ ート を設置する こ と 。  

３  仕切弁鉄蓋、 仕切弁コ ンク リ ート 枠等、 及び、 消火栓用円形鉄蓋、 レジンコ ンク リ ート 製ボ

ッ ク ス は図－３ の標準図に基づき 設置する こ と 。  

４  消火栓用円形鉄蓋と レ ジンコ ンク リ ート 製ボッ ク ス の緊結用アンカーボルト は、 鉄蓋の受け

枠変形防止機能を有する も のを使用し 、 鉄蓋と ボッ ク ス の間の調整部には無収縮モルタ ル（ 調

整高さ を７ ０ ㎜ま でと し 、 こ れを超える 場合はレ ジンコ ンク リ ート 製調整リ ング（ H=50 ㎜） を

併用） を充填する こ と 。  

調整部の無収縮モルタ ルは、 耐久性を確保する ため、 高流動性、 超早強性を有する も ので、

次表の基準に適合する も のを使用する こ と 。  

項 目 基    準 

J 14 ロ ート 流下時間      （ 秒）  ６ ±２  

圧縮強度         （ N/㎜ 2）  9. 8 以上（ 注）  

収縮・ 膨張性 収縮し ないこ と  

注： 圧縮強度は温度 20℃、 養生時間 1. 5 時間での値 
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３ ． ２ ． ４  管明示工 

１  管明示テープは、 管径５ ０ mm以上について、 胴巻き テープと 天端テープを使用し 、 次のと お

り 貼り 付ける こ と 。  

( 1)  胴巻き テープの間隔 

ア 直管（ 管長４ ｍ）     1 本に付き ３ 箇所、 管の両端から ２ ０ cm～３ ０ cm の位置及び中

間に 1 箇所巻き 付ける 。  

イ  直管（ 管長５ ｍ～６ ｍ）  1 本に付き ４ 箇所、 管の両端から ２ ０ cm～３ ０ cm の位置及び中

間に２ 箇所巻き 付ける  

ウ  切管          テープ間隔が２ ｍ以上になら ないよ う に巻き 付ける 。  

エ 異形管         図－４ のと おり と する 。  

( 2)  天端テープの巻き 方 

 管の両端から ２ ０ cm～３ ０ cmを離し 、 天端に直線で貼り 付ける 。  

２  明示シート は、 管天端から ３ ０ cm離隔さ せ、 管中心線上に敷く こ と 。  

３  水道配水用ポリ エチレ ン管には、 探知用のロ ケーティ ングワ イ ヤーを配線する こ と 。  

  施工方法については、「 POLI TEC 維持管理マニュ アル」 を参照する こ と 。  

３ ． ２ ． ５  不断水連絡工 

 せん孔は、 既設管に割Ｔ 字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し 、 所定の水

圧試験（ 原則と し て１ ． ０ МＰ ａ を１ 分間） を行い、漏水のないこ と を確認し てから 行う こ と 。  

 ただし 、 既設管の状態によ っては、 監督員と 協議の上、 試験水圧を変更する こ と ができ る 。  

３ ． ２ ． ６  仮舗装工 

１  受注者は、 道路を掘削し た場合には、 その日に埋め戻し 及び仮舗装を施工し 、 周囲の路面と

の段差が生じ ないよ う にする こ と 。  

２  仮舗装の安全管理を徹底し 、 沈下やめく れ等が発生し た場合は速やかに補修を行う こ と 。 ま

た、 仮舗装の状態が長期間と なり 、 周辺地域から 振動苦情や早期の舗装本復旧の要望が出さ れ

た際は、 管布設が完了し た区間の舗装本復旧を施工する 等、 対策を講じ る こ と 。  

３ ． ２ ． ７  施工者マーク  

 受注者は、 路面復旧を施工する 際には、 仮舗装作業完了後、 次に掲げる と こ ろによ り 施工者

マーク を表示し なければなら ない。  

( 1)  施工者マーク の大き さ は、 図―５ のと おり と する 。  

( 2)  施工者マーク の塗料は、 アク リ ルラ ッ カー等と し 、 色は水色（ 濃青） と する 。  

( 3)  表示する 時期は、 舗装作業完了時と する 。  

( 4)  表示する 箇所は、 次のと おり と する 。  

ア 舗装延長が５ ｍ未満の工事          1 箇所 

イ  舗装延長が５ ｍ以上５ ０ ｍ未満の工事     両端 

ウ  舗装延長が５ ０ ｍ以上の工事         両端及び５ ０ ｍごと  

( 5)  施工者マーク は、 表示後６ ヶ 月程度確認でき る よ う にする こ と 。  
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図―３  仕切弁、 消火栓用円形鉄蓋等設置標準図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 管明示テープ標準図（ 異形管）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５  施工者マーク  
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３ ． ２ ． ８  断水等広報 

受注者は、 断水・ 赤水及び夜間工事等に関する 地元住民への広報は、 工事監督員の指示に従

い、 事前に確実に行う こ と 。  

３ ． ２ ． ９  給水装置工事 

 受注者が施工する 給水装置工事は、 次に掲げる と こ ろによ る こ と 。  

( 1)  施工は「 給水装置工事 設計・ 施工基準」（ 尼崎市公営企業局） に基づいて行う こ と 。  

( 2)  施工の範囲は、 配水管の布設、 布設替え又は移設工事（ 以下「 配水管工事」 と いう 。） を施

工する 路線及び当該路線に隣接する 敷地のう ち、 当該路線と の境界線から 概ね１ ｍの範囲内

の敷地（ 以下「 敷地内部分」 と いう 。） と する 。 ただし 、 敷地内部分にあっては、 水道使用者

から 要望がある 場合に限る も のと する 。  

( 3)  水道使用者に対する 給水装置工事に関する 説明は、「 宅地内の給水管工事のお知ら せ」 を用

いて受注者が行う も のと する 。 ただし 、 当該用紙を用いての説明が困難である 場合はその旨

を工事監督員へ報告する こ と 。（ 当該用紙は様式集に掲載し ている 。）  

( 4)  前々号ただし 書き の要望があった場合には、受注者が水道使用者から「 給水整備工事要望書」

を徴収し 、 工事監督員に提出する こ と 。 ま た、 当該要望書は、 水道使用者が敷地内部分での

給水装置工事を要望し ない場合にも 裏面の住所・ 氏名欄への記入、 押印を確認後徴収し 、 工

事監督員に提出する こ と 。 なお、 どう し ても 水道使用者から 徴収でき ない場合には、 その経

緯を受注者が当該要望書の裏面空欄に記入し 、 工事監督員に提出する こ と 。  

( 5)  敷地内部分に設置さ れている 量水器の口径が１ ３ ㎜の場合には、口径２ ０ ㎜の量水器に変更

する こ と 。 こ の口径変更に伴う 量水器の出入庫及び量水器の取替作業については別紙－２ の

「 量水器の出入庫の移動事務及び取替作業フロ ー」 のと おり に行う こ と 。  

( 6)  前号の量水器の口径変更に伴う 量水器の出入庫等の異動事務及び量水器の取替作業は、受注

者が行う こ と 。 ま た、 取替作業後の古い量水器は作業完了後３ 日以内に量水器担当へ返却す

る こ と 。 なお、 量水器の異動事務及び取替作業において紛失等の事故が生じ た場合は、 受注

者の責任と 負担によ り 適切に処置する こ と 。  

( 7)  断水工事時の赤水排水及び給水管連絡工事等で量水器の撤去・ 設置を行う 場合、取り 付け方

向を確認し た後に施工する こ と 。 ま た、 水道メ ータ ーボッ ク ス の蓋を開け、 取り 付け方向及

び量水器の取替が容易にでき る こ と が確認でき る よ う に設置完了後の写真を撮影し 工事監督

員に提出する こ と 。  

( 8)  配水管から 給水管を分岐する ために用いる サド ル付分水栓の挿入コ アについては、密着形を

使用する こ と 。  

( 9)  ダク タ イ ル鋳鉄直管の内面エポキシ樹脂粉体塗装管に給水管を分岐する ために用いる 穿孔

用ド リ ルについては、 専用ド リ ル（ 先端角９ ０ ～１ ０ ０ °） を使用する も のと し 、 内面モル

タ ルラ イ ニング管の穿孔用ド リ ルと 兼用し ないこ と 。  

( 10)  配水道配水用ポリ エチレ ン管の穿孔には必ず専用のホルソ と 穿孔機によ り 行い、 分水栓部

の防食対策と し て、 浸透防止フィ ルムを巻く こ と 。 穿孔の施工方法については、「 POLI TEC 施
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工マニュ アル」 を参照する こ と 。  

別紙－２  
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量水器の出入庫等の移動事務及び取替作業フロー

受注者は「水道メーター出庫要求書」（注） (水道番号・既設メーター番号記載）を工事監督員より受領

受注者は「水道メーター出庫要求書」（注）(水道番号・既設メーター番号記載）を水道維持課量水器事務所へ

提 
出

受注者は「水道メーター等現地確認書」（注）（水道番号・新設及び既設メーター番号等記載）を水道維持課量

水 
器事務所より受領 

受注者は新メーターを水道維持課量水器事務所より受領 

受注者は既設メーター撤去及び新設メーター設置作業を対象家屋にて実施

（その際、「水道メーター等現地確認書」（注） を用い使用者名、水道番号、新設及び既設メーター番号が一致して

いるかを確認し、既設メーターの引上指示数を「水道メーター等現地確認書」（注） の余白に記録）

受注者は撤去メーターを水道維持課量水器事務所へ戻入（撤去後３日以内の返却を厳守）

受注者は水道維持課量水器事務所にて「メーター異動報告書（現地用）」に必要事項（新メーター番号、旧メ

ー 
ターの引上指示数、取替日、その他）を記載

受注者は「水道メーター取替済のお知らせ」（注）を水道維持課量水器事務所より受領

受注者は「水道メーター取替え済のお知らせ」（注） の施工者欄に施工業者の印を押印し対象家屋に提出（ポストイ
ン）

受注者は「水道メーター出庫通知書」（注）を水道維持課量水器事務所より受領

受注者は「水道メーター出庫通知書」（注） 及び「水道メーター等現地確認書」（注）を工事監督員へ提出

受注者は「水道メーター取替え済のお知らせ」（注） の対象家屋への提出（ポストイン）完了を工事監督員へ報告

（注）： 「水道メーター出庫要求書」・「水道メーター等現地確認書」・「水道メーター取替済のお知らせ」・
    「水道メーター出庫通知書」については紛失等 が無い様に取り扱いについては十分に注意すること
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３ ． ２ ． １ ０  工事記録写真 

 受注者は、 次に掲げる と こ ろによ り 工事記録写真を撮影、 整理する こ と 。  

( 1)  異形管、 継輪、 離脱防止金具、 制水弁、 消火栓、 空気弁及び切管等を使用し て配管し た場合

には、 全てを写真にて撮影する こ と 。 撮影は、 管に被せている ポリ エチレ ンス リ ーブをたく

し 上げ、異形管の種類、離脱防止金具及び切管の使用状況が判別でき る よ う にする と と も に、

必要に応じ て配管図を記載し た黒板を入れて行う こ と 。  

( 2)  他の地下埋設物が掘削範囲に出てき た場合には、 管布設後、 埋め戻し に先立ち、 当該地下埋

設物の状況が判断でき る よ う 写真撮影する こ と 。 ま た、 写真撮影を行わなかっ た場合には、

他の地下埋設物管理者と 紛争が生じ たと き には、 受注者の責任で解決する こ と 。  

( 3)  施工場所が国道、 県道の場合には、 道路管理者への提出用と し て、 1 箇所又は延長５ ０ ｍご

と に次の要領で写真を撮影、 整理する こ と 。  

ア 施工前（ １ ～２ 枚）       場所が確認でき る よ う に周り の風景も 入れた写真 

イ  掘削完了（ １ ～２ 枚）      箱尺等で深さ 、 幅が確認でき る 写真 

ウ  埋戻材料（ １ 枚）        砂、 再生切込砕石等の山積み状況の写真 

エ 埋戻状況（ １ ～２ 枚）      砂の水締め状況の写真 

オ 埋戻状況（ 各層ごと に２ 枚）   再生切込砕石等の転圧状況及び厚さ の確認でき る 写真 

( 4)  こ の他、 工事記録写真の撮影、 整理は付１ 工事記録写真撮影要領によ る こ と 。  

３ ． ２ ． １ １  施工内容の提出 

 受注者は、 工事監督員の指示がある と き は、 施工内容（ 平面位置図及び配管図など ） を記載し

た書類を提出する こ と 。  

 

３ ． ３  道路復旧工事 

３ ． ３ ． １  舗装工及び施工者マーク  

１  管布設工と 道路復旧工を一体で契約し た工事については、 各路線の管布設工完了後、 速やか

に配管確認用図面（ 配管出来形図及び給水管整備にかかる 完成図のう ち分岐位置引照・ 管種・

口径を記載し た平面図） 及び写真（ 付１ 工事記録写真撮影要領別表の管布設工-配管に従い撮影

し た写真）を提出し 、管布設工の出来形確認を受けた後に各路線の道路復旧工に着手する こ と 。

ただし 、 実掘部の復旧等、 施工後であっても 管布設工跡が確認でき る 工種については、 管布設

工の出来形確認の前に当該工種に着手する こ と ができ る 。  

２  舗装版と り こ わし を行った路線については、 その日の作業終了時ま でに表層ま で舗装復旧を

完了する こ と 。  

３  受注者は、 舗装復旧を施工する 際には、 舗装復旧作業完了後、 ３ ． ２ ． ６ に準じ て施工者マ

ーク を表示し なければなら ない。  

４  消火栓用円形鉄蓋の区画線標示は図－６ のと おり と する 。  

３ ． ３ ． ２  工事記録写真 

受注者は、 次に掲げる と こ ろによ り 工事記録写真を撮影、 整理する こ と 。  
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( 1)  施工場所が国道、 県道の場合には、 道路管理者への提出用と し て、 1 箇所又は延長５ ０ ｍご

と に次の要領で写真を撮影、 整理する こ と 。  

ア 施工前（ １ ～２ 枚）       場所が確認でき る よ う に周り の風景も 入れた写真 

イ  掘削完了（ １ ～２ 枚）      箱尺等で深さ 、 幅が確認でき る 写真 

ウ  下層路盤（ ２ ～３ 枚）      転圧状況及び厚さ の確認でき る 写真 

エ 加熱混合物（ 各層ごと に２ 枚）  基層、 表層等の転圧状況及び厚さ の確認でき る 写真 

( 2)  こ の他、 工事記録写真の撮影、 整理は付１ 工事記録写真撮影要領によ る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６  消火栓用円形鉄蓋区画線標示 

 

３ ． ４  仮設工 

３ ． ４ ． １  一般事項 

１  受注者は、 仮設工については、 設計図書の定めま たは工事監督員の指示がある 場合を除き 、

受注者の責任において施工する こ と 。  

２  受注者は仮設物を常時点検する と と も に、 不備な点を発見し た場合は、 速やかに修理及び補

強を行う こ と 。  

３  受注者は、 設計図書の定めま たは工事監督員の指示がある 場合を除き 、 工事完了後、 仮設物

を完全に撤去し 、原形に復旧する こ と 。ただし 、仮設物の撤去ま たは原形復旧が困難な場合は、

工事監督員と 協議する こ と 。  

３ ． ４ ． ２  路面覆工 

１  受注者は、 路面覆工を施工する にあたり 、 覆工板間の段差、 隙間、 覆工板表面の滑り 及び覆

工板の跳ね上がり 等に注意し 、 交通の支障と なら ないよ う にする こ と 。  

２  受注者は、 止金具の緩み、 脱落、 バタ つき 等がないよ う に覆工板を設置し 、 設置状況を常時
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巡回点検する こ と 。  

３  受注者は、 覆工部の出入り 口の設置及び資器材の搬入口に際し て、 工事関係者以外の立ち入

り の防止に対し て留意する こ と 。  

４  受注者は、 路面勾配がある 場合には、 覆工板の受桁に荷重が均等にかかる よ う にする と と も

に、 受桁が転倒し ない構造と する こ と 。  

５  覆工板と 舗装面と のすり つけ部に段差が生じ る 場合は、 歩行者及び車両の通行に支障を与え

ないよ う 、 アス ファ ルト 混合物等によ る すり つけを行う こ と 。  

３ ． ４ ． ３  土留工 

１  受注者は、 土留工を施工する にあたり 、 周囲の状況を考慮し 、 掘削深さ 、 土質、 地下水位、

作用する 土圧、 載荷重を十分検討し 、 本体工事の品質・ 出来形等の確保に支障がないよ う に施

工する こ と 。  

２  受注者は、 土留工の施工にあたり 、 交通の状況、 埋設物及び架空線の位置、 周辺の環境及び

施工期間等を考慮する と と も に、 第三者に騒音、 振動、 交通障害等の危険や迷惑を及ぼさ ない

よ う 、 工法及び作業時間を定める こ と 。  

３  受注者は、 土留工に先行し 、 試験掘等を行い、 埋設物の有無ま たは位置を確認する こ と 。  

４  受注者は、 仮設Ｈ鋼杭・ 鋼矢板等の打込みにおいて、 埋設物等に損傷を与えないよ う に施工

する こ と 。  

５  受注者は、 仮設Ｈ鋼杭・ 鋼矢板等の引抜き 跡を沈下など地盤の変状を生じ ないよ う 空洞を砂

等で充填する こ と 。  

６  受注者は、 工事を安全に行える よ う に作業中は常に点検し 、 異常のある 時は、 速やかに対策

を講じ る こ と 。   

３ ． ４ ． ４  軽量鋼矢板工 

１  受注者は、 矢板及び支保工は掘削深が自立可能な段階で設置し 、 その後は順次掘削の進捗に

先行し て矢板を押し 込み、 土砂の崩壊や周辺の構造物に影響を与えないよ う に段階的に所定の

深さ ま で掘削を行い、 矢板先端を掘削底面下 20cm以上貫入さ せる こ と 。  

２  バッ ク ホウ の打撃によ る 建込み作業は行ってはなら ない。  

３  矢板と 地山の間隙は、 砂詰めなど によ り 裏込を行う こ と 。  

４  建込の法線が不揃いと なった場合は一旦引抜いて再度建込むこ と 。  

５  矢板を引抜く 時は埋戻し が完了し た高さ 毎に段階的に引抜く こ と 。  

６  矢板の引抜き 跡については、 沈下など地盤の変状を生じ ないよ う 空洞を砂等で充填し 、 再度

入念に締固めを行う こ と 。  

７  矢板及び支保工は自立可能な段階ま で埋戻し が完了する ま では撤去し てはなら ない。  

８  矢板の設置は全面を原則と する こ と 。  

３ ． ４ ． ５  ラ イ ナープレ ート 土留工 

１  初期の掘削は、 土質に応じ て１ リ ング毎に行い、 地山の崩壊を防止する ため、 速やかにラ イ

ナープレ ート を設置する こ と 。 なお、 １ リ ング組立完了後、 設置状況（ 変形・ 水平度・ 鉛直度
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等） の確認を行い、ラ イ ナープレート を固定する こ と 。ま た、ラ イ ナープレ ート の継手位置は、

一断面に集中し ないよ う にリ ング相互を千鳥状に組立てる こ と 。  

２  ラ イ ナープレ ート と 地山の空隙は、出来る 限り 少なく なる よ う にし 、生じ た空隙については、

施工日毎に裏込め注入を行う こ と 。  

３  小判形ラ イ ナープレ ート は、 支保材を正規の位置に取り 付ける ま で、 直線部に仮梁を設置し

て補強する こ と 。  

 

３ ． ５  地盤改良工 

３ ． ５ ． １  薬液注入工 

１  受注者は、 薬液注入工の施工にあたり 、 薬液注入材の安全な使用に関し 技術的知識と 経験を

有する 現場責任者を選任し 、事前に経歴書によ り 工事監督員へ届け出なければなら ない。ま た、

同現場責任者を常に施工管理にあたら せる と と も に現場に常駐さ せる こ と 。  

２  受注者は、 薬液注入工の施工およ び施工管理する 場合には、「 薬液注入工法によ る 建設工事の

施工に関する 暫定指針」 およ び「 薬液注入工事に係わる 施工管理等について」（ と も に国土交通

省通達） の規定によ ら なければなら ない。  

３  受注者は工事監督員と 協議し 、 必要に応じ て注入地盤ま たはこ れと 同等の地盤において試験

注入を実施し 、 改良後の地盤においても 効果を確認し てから 掘削等の工事を施工する こ と 。  

４  注入作業時は、 地下埋設物、 周辺構造物の変化を常時観測し 、 異常が認めら れたと き は直ち

に作業を中止し 、 その原因を調査し て適切な措置を講じ る こ と 。  

５  受注者は、 以下の項目に注意し て施工中、 水質測定を行う こ と 。  

( 1)  水質測定は注入箇所毎に注入ボーリ ング長さ よ り 深い水質測定孔等を設けて行う こ と 。 

( 2)  水質測定頻度は、「 薬液注入工法によ る 建設工事の施工に関する 暫定指針について」 の

採水回数を標準と し て実施する こ と 。  

( 3)  水質測定は、 公的機関又はこ れと 同等の能力及び信用を有する 機関において行い、 試験

結果（ 計量証明書） を提出する こ と 。  

 

３ ． ６  境界測量工 

３ ． ６ ． １  境界測量工 

受注者は、 工事によ り 境界杭・ 鋲・ プレート 等が移動し た場合、 ま たは現地で境界杭・ 鋲・ プ

レ ート 等を発見し 、 本工事によ り 破損・ 移動する 可能性がある 場合について工事監督員に書面で

報告し 、 境界測量工を行う か指示を受ける こ と 。 なお、 受注者は、 境界測量工を行う 場合は、 有

資格者( 測量士) にて作業計画書の作成、 測量及び測量図面の作成をし 、 現場管理・ 精度管理を行

う こ と 。 ま た、 作業計画書及び測量図面については工事監督員に提出し 、 確認を受ける こ と 。  
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別-1



直    管

名　　　　　　称 形　　　　状 規　　　　　　格 備　考

 ダクタイル　GX形直管１種  φ７５～φ４５０ φ７５～φ４００ Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２０ φ４５０ J DPA　G　１０４９  日本水道協会

 ダクタイル　GX形直管S種  φ７５～φ４５０
 φ７５～２５０　エポキシ樹脂粉体塗装（Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１２）
 φ３００～      モルタルライニング（Ｊ ＷＷＡ Ａ １１３）
φ７５～φ４００ Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２０ φ４５０　JDPA　G　１０４９

 検査合格品

 ダクタイル　ＮＳ形直管１種  φ７５～φ４５０  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１３ 接合部品含まず

 ダクタイル　ＮＳ形直管３種  φ７５～φ４５０
 φ７５～２５０　エポキシ樹脂粉体塗装（Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１２）
 φ３００～      モルタルライニング（Ｊ ＷＷＡ Ａ １１３）

 ダクタイル　ＮＳ形直管S種  φ５００～φ１０００ φ３００～　　モルタルライニング（JWWA　A　１１３）

 ダクタイル　Ｋ形直管３種  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　Ｓ形直管１種  φ１１００

 ダクタイル　Ｓ形直管３種  φ１１００

 ダクタイル　Ｓ－Ｋ形直管３種  φ１１００

 ダクタイル　Ｋ－Ｓ形直管３種  φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ－Ｓ形直管３種 φ１１００  

 ダクタイル　Ｓ－ＵＦ形直管DPF  φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ形直管DPF  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＮＳ－Ｋ形直管３種  φ７５～φ２５０

 ダクタイル　Ｋ－ＮＳ形直管３種  φ７５～φ２５０

 水道配水用ポリエチレン管　直管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ)  φ５０  Ｊ ＷＷＡ K １４４

 水道配水用ポリエチレン管　直管(EF受口付)  φ５０

 備考  

別-2



異  形  管

名　　　　　　称 形　　　　状 規　　　　　　格 備　考

 ダクタイル　Ｋ形三受十字管  φ７５～φ９００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４  日本水道協会

 ダクタイル　三フランジＴ字管 RF7.5K  φ７５～φ１１００ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)  検査合格品

 ダクタイル　三フランジＴ字管 GF7.5K  φ７５～φ１１００ 接合部品含まず

 ダクタイル　ＮＳ形三受十字管  φ７５～φ９００

 ダクタイル　ＵＦ形三受十字管  φ８００～φ９００

 ダクタイル　Ｋ形二受Ｔ字管  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　二フランジＴ字管 RF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　二フランジＴ字管 GF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　ＧＸ形二受Ｔ字管  φ７５～φ４５０  φ７５～φ４００　Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２１ φ４５０ JDPA　G　１０４９
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　ＮＳ形二受Ｔ字管  φ７５～φ１０００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４

 ダクタイル　ＵＦ形二受Ｔ字管  φ８００～１１００ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　Ｋ形排水Ｔ字管  φ２００～１１００

 ダクタイル　ＧＸ形排水Ｔ字管  φ３００～φ４５０  φ７５～φ４００ Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２１ φ４５０ JDPA　G　１０４９
内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　ＮＳ形排水Ｔ字管  φ２００～φ１０００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４

 ダクタイル　ＵＦ形排水Ｔ字管  φ８００～φ１１００ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　Ｋ形F付Ｔ字管 RF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形F付Ｔ字管 GF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形浅埋F付Ｔ字管 GF7.5K  φ７５～φ３００

 ダクタイル　ＧＸ形F付Ｔ字管GF7.5K  φ７５～φ４５０
 φ７５～φ４００Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２１ φ４５０ JDPA　G　１０４
９

 ダクタイル　ＧＸ形浅埋F付Ｔ字管GF7.5K  φ７５～φ２５０ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　ＮＳ形F付Ｔ字管GF7.5K  φ７５～φ１０００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４

 ダクタイル　ＮＳ形浅埋F付Ｔ字管GF7.5K  φ７５～φ２５０ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　ＵＦ形F付Ｔ字管RF7.5K  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ形F付Ｔ字管GF7.5K  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形曲管　９０°  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　フランジ形曲管RF7.5K ９０°  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　フランジ形曲管GF7.5K ９０°  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形曲管　４５°  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　フランジ形曲管RF7.5K 45°  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　フランジ形曲管GF7.5K 45°  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形曲管　22°1/2  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形曲管　11°1/4  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形曲管　５°5/8  φ３００～φ１１００

 ダクタイル　ＧＸ形曲管　90°  φ７５～φ４５０
 φ７５～φ４００Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２１ φ４５０ JDPA　G　１０４
９

 ダクタイル　ＧＸ形曲管　45°  φ７５～φ４５０ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　ＧＸ形曲管　22°1/2  φ７５～φ４５０

 ダクタイル　ＧＸ形曲管　11°1/4  φ７５～φ４５０

 ダクタイル　ＧＸ形曲管　５°5/8  φ７５～φ４５０

 ダクタイル　ＧＸ形曲管　45°両受  φ７５～φ４５０

 ダクタイル　ＧＸ形曲管　22°1/2 両受  φ７５～φ４５０

 ダクタイル　ＮＳ形曲管　90°  φ７５～φ１０００

 ダクタイル　ＮＳ形曲管　45°  φ７５～φ１０００

 ダクタイル　ＮＳ形曲管　22°1/2  φ７５～φ１０００

 備考  

別-3



異  形  管

名　　　　　　称 形　　　　状 規　　　　　　格 備　考

 ダクタイル　ＮＳ形曲管　11°1/4  φ７５～φ１０００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４  日本水道協会

 ダクタイル　ＮＳ形曲管　５°5/8  φ７５～φ１０００ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)  検査合格品

 ダクタイル　ＮＳ形曲管　45°両受  φ７５～φ１０００ 接合部品含まず

 ダクタイル　ＮＳ形曲管　22°1/2 両受  φ７５～φ１０００

 ダクタイル　UF形両受曲管　90°  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　UF形両受曲管　45°  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　UF形両受曲管22°1/2  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　UF形両受曲管11°1/4  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　UF形両受曲管５°5/8  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ形曲管　90°  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ形曲管　45°  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ形曲管　22°1/2  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ形曲管　11°1/4  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ形曲管　５°5/8  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形短管１号 RF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形短管１号 GF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　ＮＳ形短管１号GF7.5K  φ７５～φ１０００

 ダクタイル　Ｋ形短管２号 RF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形短管２号 GF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　ＮＳ形短管２号GF7.5K  φ７５～φ１０００

 ダクタイル　ＵＦ形短管１号RF7.5K  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ形短管１号GF7.5K  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ形短管２号RF7.5K  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＵＦ形短管２号GF7.5K  φ８００～φ１１００

 ダクタイル　ＧＸ形短管１号GF7.5K  φ７５～φ４５０
受口、挿口はＪ ＷＷＡ Ｇ １２１に準ずる。φ７５～φ４００
Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２１ φ４５０ JDPA　G　１０４９

 ダクタイル　ＧＸ形短管２号GF7.5K  φ７５～φ４５０ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　フランジ短管 RF7.5K  φ７５  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４

 ダクタイル　フランジ短管 GF7.5K  φ７５ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　ＧＸ形乙字管  φ７５～φ３００
 φ７５～φ４００Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２１ φ４５０ JDPA　G　１０４
９

 ダクタイル　ＧＸ形両受短管  φ７５～φ４５０ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　ＧＸ形継輪  φ７５～φ４５０

 ダクタイル　Ｋ形継輪  φ７５～φ１１００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４

 ダクタイル　Ｓ形継輪  φ５００～φ１１００ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　ＮＳ形継輪  φ７５～φ１０００

 ダクタイル　フランジ形ラッパ 口 RF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　フランジ形ラッパ 口 GF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形受挿片落管  φ１００～φ１１００

 ダクタイル　Ｋ形挿受片落管  φ１００～φ１１００

 ダクタイル　フランジ片落管 RF7.5K  φ１００～φ１１００

 ダクタイル　フランジ片落管 GF7.5K  φ１００～φ１１００

 ダクタイル　ＧＸ形受挿片落管  φ１００～φ４５０
φ７５～φ４００Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２１ φ４５０ JDPA　G　１０４
９

 ダクタイル　ＧＸ形挿受片落管  φ１００～φ４５０ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　ＮＳ形受挿片落管  φ１００～φ１０００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４

 ダクタイル　ＮＳ形挿受片落管  φ１００～φ１０００ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 備考  
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異  形  管

名　　　　　　称 形　　　　状 規　　　　　　格 備　考

 ダクタイル　ＵＦ形受挿片落管  φ８００～φ１１００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４  日本水道協会

 ダクタイル　ＵＦ形挿受片落管  φ８００～φ１１００ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)  検査合格品

 DIP Ｋ形仕切弁副管Ａ１号 RF7.5K  φ４００～φ１１００ 接合部品含まず

 DIP Ｋ形仕切弁副管Ａ２号 RF7.5K  φ４００～φ１１００

 DIP Ｋ形仕切弁副管Ａ１号 GF7.5K  φ４００～φ１１００

 DIP Ｋ形仕切弁副管Ａ２号 GF7.5K  φ４００～φ１１００

 DIP フランジ形仕切弁副管Ｂ１号RF7.5K  φ４００～φ１１００

 DIP フランジ形仕切弁副管Ｂ１号GF7.5K  φ４００～φ１１００

 DIP ＵＦ形仕切弁副管Ａ１号RF7.5K  φ８００～φ１１００

 DIP ＵＦ形仕切弁副管Ａ２号RF7.5K  φ８００～φ１１００

 DIP ＵＦ形仕切弁副管Ａ１号GF7.5K  φ８００～φ１１００

 DIP ＵＦ形仕切弁副管Ａ２号GF7.5K  φ８００～φ１１００

 DIP ＮＳ形仕切弁副管Ａ１号GF7.5K  φ５００～φ１０００

 DIP ＮＳ形仕切弁副管Ａ２号GF7.5K  φ５００～φ１０００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４

 ダクタイルＫ形栓（接合部品を含む）  φ７５～φ１１００ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　フランジふた RF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　フランジふた GF7.5K  φ７５～φ１１００

 ダクタイル　ＧＸ形　帽  φ７５～φ４５０ φ７５～φ４００Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２１ φ４５０ J DPA　G　１０４９
内面エポキシ樹脂粉体塗装(J WWA G 112)

 ダクタイル　ＮＳ形　帽・栓  φ７５～φ１０００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４

 ダクタイル　人孔ふた GF7.5K (上部RF)  φ６００ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)

 ダクタイル　人孔ふた RF7.5K (上部GF)  φ６００

 鋳鉄用不断水式割Ｔ字管(簡易バルブ付)  φ１００(4")～φ５００(20")
 TN-65VS型又は同等以上のもの
（但し分岐口径２５０はSTCF/10M同等品以上）
 内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112

 鋳鉄用不断水式割Ｔ字管  φ１００(4")～φ５００(20")
 TN-65F型又は同等以上のもの
 内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112

 ＧＸ形管用栓（直管用、異形管用）  φ７５～φ４５０
ＧＸ-１１ＳＮ型又は同等以上のもの
内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112

 ＮＳ形管用栓（直管用、異形管用）  φ７５～φ２５０
ＴＮ-０６ＳＮ型又は同等以上のもの
内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112

ダクタイル　K形　帽 φ７５～φ６００
ＴＮ-30C型又は同等以上のもの
内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112

 HPPE　EFベンド90°両受  φ５０  Ｊ ＷＷＡ K １４５  日本水道協会

 HPPE　EFベンド45°両受  φ５０  検査合格品

 HPPE　EFベンド22°1/2　両受  φ５０

 HPPE　EFベンド11°1/4　両受  φ５０

 HPPE　EFベンド90°片受  φ５０

 HPPE　EFベンド45°片受  φ５０

 HPPE　EFベンド22°1/2 片受  φ５０

 HPPE　EFベンド11°1/4 片受  φ５０

 HPPE　ショートベンド90°  φ５０

 HPPE　ショートベンド45°  φ５０

 HPPE　ショートベンド22°1/2  φ５０

 HPPE　ショートベンド11°1/4  φ５０

 HPPE　EF片受Sベンド  φ５０

 HPPE　EFチーズ 両受  φ５０

 HPPE　EFソケット  φ５０

 HPPE　EFキャップ  φ５０

 HPPE　キャップ  φ５０

 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手GX-PE  φ７５（GX）×φ５０（PE）   Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２０、 Ｊ ＷＷＡ K １４４

 備考  
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接 合 部 品

名　　　　　　称 形　　　　状 規　　　　　　格 備　考

 Ｋ形接合部品  φ７５～φ１１００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１３，Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４  日本水道協会

 Ａ形接合部品  φ７５～φ３５０  Ｊ ＤＰＡ Ｇ １０３０，Ｊ ＤＰＡ Ｇ １０３１  検査合格品

 Ｋ形接合部品（特押ワイド型）  φ７５～φ１１００  ＴＮ－３０Ｗ型又は同等以上のもの  

 Ａ形接合部品（特押ワイド型）  φ７５～φ３５０

 亜鉛合金ナット  １６～３０ 材質はJ IS H 5301 ZDC2による。

 フランジ形接合部品RF7.5K(SS400)  φ７５～φ１１００  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１３，Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４  日本水道協会

 フランジ形接合部品RF7.5K(SUS304)  φ７５～φ１１００  検査合格品

 フランジ形接合部品GF7.5K(SS400)  φ７５～φ１１００

 フランジ形接合部品GF7.5K(SUS304)  φ７５～φ１１００

 ＧＸ形接合部品(直管用)  φ７５～φ４５０
 Ｊ ＷＷＡ　Ｇ　１２０、 Ｊ ＷＷＡ Ｇ １２１
φ４５０ JDPA　G　１０４９

 ＧＸ形接合部品(異形管用)  φ７５～φ４５０

 ＧＸ形接合部品(Ｐ－Ｌｉｎｋセット)  φ７５～φ３００

 ＧＸ形接合部品(Ｇ－Ｌｉｎｋセット)  φ７５～φ３００

 ＧＸ形接合部品　ゴム輪のみ(直管用)  φ７５～φ４５０

 ＧＸ形ライナ（内外面粉体塗装）  φ７５～φ４５０

 ＧＸ形切管用挿口リング  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形接合部品(直管用)  φ７５～φ４５０  Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１３，Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４

 ＮＳ形接合部品(異形管用)  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形接合部品(直管・異形管・継輪用)  φ５００～φ１０００

 ＮＳ形接合部品（帽用）  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形接合部品（栓用）  φ５００～φ１０００

 ＮＳ形接合部品（継輪用）  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形接合部品　単品用(直管用)  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形接合部品　単品用(異形管用)  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形接合部品　単品用(直管・異形管・継輪用)  φ５００～φ１０００

 ＮＳ形接合部品 単品用（帽用 ）  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形接合部品 単品用（帽用 ）  φ５００～φ１０００

 ＮＳ形接合部品 単品用 (継輪用)  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形ライナ（内外面粉体塗装）  φ７５～φ１０００

 ＮＳ形切管用挿口リング  φ７５～φ１０００

 ＵＦ形接合部品（直管用）  φ８００～φ１１００

 ＵＦ形接合部品（異形管用）  φ８００～φ１１００

 Ｓ形接合部品 φ１１００

 Ｓ形切管用挿口リング  φ５００～φ１１００

 ポリエチレンスリ－ブ  φ７５～φ１１００  Ｊ ＷＷＡ　Ｋ　１５８

 ポリエチレンスリ-ブ固定用ゴムバンド  φ７５～φ１１００

溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ(ﾅｲﾛﾝｽﾘｰﾌﾞ)  φ５０  ＰＴＣ Ｋ２０

溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ用ﾅｲﾛﾝﾃｰﾌﾟ  φ５０  メーカー規格

 管明示シート（上水用、工水用） 幅150  仕様書のとおり。

 ロケーティングワイヤー φ4.4㎜ FRT-174又は同等以上のもの

 備考  

（JWWA　Ｇ　１１３・１１４に
用いる接合部品Ⅱ類のボ
ルトの規格品に使用でき
るもの）

質量は、M-16で43g 、M-20で67g 、M-24で101g 、
M-30で174g　以上でなければならない。
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接 合 部 品

名　　　　　　称 形　　　　状 規　　　　　　格 備　考

 フランジ形接合部品RF7.5K(SS400)  φ300、φ500～φ1100  Ｊ ＷＷＡＧ１１３，Ｊ ＷＷＡＧ１１４  日本水道協会

 フランジ形接合部品RF7.5K(SUS304)  φ300、φ500～φ1100  検査合格品

 フランジ形接合部品GF7.5K(SS400)  φ300、φ500～φ1100

 フランジ形接合部品GF7.5K(SUS304)  φ300、φ500～φ1100

 離脱防止付き押輪(付属品込）  φ75～φ500  TN-30Z型又は同等以上のもの

 GX形継輪用特殊押輪  φ75～φ450  ＴＫ-１２型又は同等以上のもの  

 ＮＳ形継輪用特殊割押輪  φ75～φ450  ＴＫ-９９型又は同等以上のもの  

 備考  Ａ・ＫのＴ頭ＢＮは、耐食酸化皮膜処理とする。
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弁  栓  等

名　　　　　　称 形　　　　状 規　　　　　　格 備　考

 水道用仕切弁  φ７５～φ５００
（φ３００までは浅層埋設対応）

 JWWA　Ｂ　122,ＦＣＤ製,７．５Ｋ立形,内ネジ式,
 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112),
 右回し開き

 日本水道協会
 検査合格品

ＮＳ形ソフトシ－ル仕切弁（両受）  φ３５０～φ４００  弁体部は、Ｊ ＷＷＡ Ｂ １２０　に準ずる。
 継手部は、Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４　に準ずる。
 ＦＣＤ製,７．５Ｋ、立形,内ネジ式,右回し開き

 バタフライ弁  φ５００～φ１１００  JWWA B138,ＦＣＤ製,７．５Ｋ,右回し開き
 手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)

 急速空気弁  φ２５  JWWA B137
 ネジ式,内面粉体塗装(JWWA G 112)
 ＦＣＤ製,７．５Ｋ

 急速空気弁（補修弁付き）  φ２５～φ１５０  JWWA B137,ＦＣＤ製,７．５Ｋ
 内面粉体塗装(JWWA G 112)
 レバ－式ボール弁（Ｊ ＷＷＡ Ｂ １２６）
 ７．５Ｋ,（φ25,75はL１０㎝）,GF形,SUS304ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

 浅層埋設対応ソフトシール仕切弁
 フランジ形、K形、NS形、GX形

 φ７５～φ３００  弁体部は、Ｊ ＷＷＡ Ｂ １２０　に準ずる。
 継手部は、Ｊ ＷＷＡ Ｇ １１４、Ｊ ＡＷＷＡ　Ｇ　１２１に準ず
る。
 ＦＣＤ製,７．５Ｋ、立形,内ネジ式,右回し開き

 ＧＸ形ソフトシ－ル仕切弁（両受） 　φ３５０～φ４００  弁体部は、Ｊ ＷＷＡ Ｂ １２０　に準ずる。
 継手部は、Ｊ ＡＷＷＡ　Ｇ　１２１　に準ずる。
 ＦＣＤ製,７．５Ｋ、立形,内ネジ式,右回し開き

 ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁
 （浅層埋設対応）

 φ５０  PTC B 22
 内面粉体塗装(JWWA G 112)
 ＦＣＤ製,７．５Ｋ、立形,内ネジ式,右回し開き

 浅層埋設対応バタフライ弁  φ２００～φ３００  JWWAB138準拠品,ＦＣＤ製,７．５Ｋ,右回し開き
 手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)

 （埋設用）
 急速空気弁（補修弁付き）

 φ２５～φ１５０  JWWA B137,ＦＣＤ製,７．５Ｋ
 内面粉体塗装(JWWA G 112)
 キャップ式ボール弁（Ｊ ＷＷＡ Ｂ １２６）左回し開き
 ７．５Ｋ,（φ25,75はL１０㎝）,GF形,SUS304ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

 地下式消火栓（補修弁付き）(ケレップ型）  単口φ７５  Ｊ ＷＷＡ Ｂ １０３,ＦＣＤ製,７．５Ｋ
 内面粉体塗装(JWWA G 112)
 くの字 レバ－式ボール弁（Ｊ ＷＷＡ Ｂ １２６）
 ７．５Ｋ,Ｈ＝１０㎝,GF形,SUS304ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

 地下式消火栓（補修弁付き）(ボール弁型）  単口φ７５  Ｊ ＷＷＡ Ｂ １３５,ＦＣＤ製,７．５Ｋ
 内面粉体塗装(JWWA G 112)
 くの字レバ－式ボール弁（Ｊ ＷＷＡ Ｂ １２６）
 ７．５Ｋ,Ｈ＝１０㎝,GF形,SUS304ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

 鋳鉄用不断水式簡易バルブ  φ１００ （4”）
    ～φ５００ （20”）

 ＴＶ－２１０型又は同等以上のもの。

 消火栓用円形鉄蓋 φ５００  仕様書のとおり。

 消火栓レジンコンクリート製ボックス
 （調整リング、上・中・下部壁、底版、分割底
版用下部壁、分割底版、上下部一体型）

 仕様書のとおり。

 空気弁鉄蓋、バルブ鉄蓋  φ６００  仕様書のとおり。

 仕切弁鉄蓋     ２号、３号（新）  仕様書のとおり。

 仕切弁コンクリ－ト枠    Ａ１号、Ａ２号、Ａ３号  仕様書のとおり。

 仕切弁コンクリ－ト枠    Ｂ１号、Ｂ２号、Ｂ３号  仕様書のとおり。

 床版コンクリ－ト枠Ａ  仕様書のとおり。

 床版コンクリ－ト枠Ｂ  仕様書のとおり。

 NS形バタフライ弁（両受） φ５００～φ１０００

 弁体部は、Ｊ ＷＷＡ Ｂ １３８　に準ずる。
 継手部は、Ｊ DPＡ Ｇ １０４２　に準ずる。
内面粉体塗装（JWWA　G　１１２）
 ＦＣＤ製,７．５Ｋ、右回し開き、手動式

日本水道協会検査
合格品

 充水機能付フランジ形バタフライ弁 φ５００～φ１０００  JWWAB138準拠品,ＦＣＤ製,７．５Ｋ,右回し開き
 手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)

 充水機能付NS形バタフライ弁（両受） φ５００～φ１０００  弁体部は、JWWA B138に準ずる。
 継手部は、JDPA G1042に準ずる。
 内面粉体塗装(JWWA G 112)
 ＦＣＤ製,７．５Ｋ,右回し開き、手動式

 備考  
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給 水 装 置

名　　　　　　称 形　　　　状

 ＨＩビニル管  φ１３～φ５０

 ＨＩビニルソケット  φ１３～φ５０  

 ＨＩ　９０°ベンド  φ１３～φ５０

 ＨＩ　４５°ベンド  φ１３～φ５０

 ＨＩ　Ｓベンド  φ１３～φ５０

 ビニル×鉛管ＭＣユニオン  φ１３～φ５０

 甲形止水栓  φ１３～φ５０

 伸縮止水栓  φ１３～φ４０

 鋳鉄管用サドル式分水栓  φ75～φ350 (本管口径)

 鋳鉄管用サドル式分水栓  φ400 (本管口径) BSC又は同等以上のもの

 ビニル管用サドル式分水栓  φ40～φ150 (本管口径)

 ポリエチレン管用鋳鉄製サドル式分水栓  φ50 (本管口径)

 分止水ＨＩ継手（旧）  φ１３～φ５０

 分止水ＨＩ継手  φ１３～φ５０

 スリ－ブ  φ２５～φ５０

 密着型スリ－ブ  φ２５～φ５０

 キャップ　サドル式分水栓用  φ１３～φ５０

 キャップ　割Ｔ字管ＳＵ型用  φ４０、φ５０

 止水ＨＩ継手  φ１３～φ５０

 メ－タ継手  φ１３

 メ－タ用補足管（メ－タ用短管）  φ１３～φ５０

 ビニルライニング鋼管  φ１３～φ５０

 ビニルライニング鋼管ソケット  φ１３～φ５０

 ビニルライニング鋼管エルボ  φ１３～φ５０

 分止水栓用伸縮可とう継手  φ１３～φ５０

 鋼管用伸縮可とう継手  φ１３～φ５０

 フレキシブル継手(被覆可とう管)カシメ式  φ１３～φ５０

 止水栓ボックス  １号

 止水栓鉄蓋  ４０、５０ ㎜用

 メ－タ－用蓋  φ１３～φ５０

 直結ＨＩ継手（パッキン込み）  φ１３ ㎜

 直結止水栓（パッキン込み）  φ１３ ㎜

メーター用伸縮可とう継手  φ１３～φ４０

 備考  

規　　　　　　格

 尼崎市公営企業局給水装置工事  設計・施工基準による。

 尼崎市公営企業局給水装置工事  設計・施工基準による。
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接合部品内訳表

名　　　　　　称 形　　　　状

 Ｋ形接合部品  φ７５～φ１１００

 Ａ形接合部品  φ７５～φ３５０

 Ｋ形接合部品（特押ワイド型）  φ７５～φ１１００

 Ａ形接合部品（特押ワイド型）  φ７５～φ３５０

 亜鉛合金ナット  １６～３０

 フランジ形接合部品 RF7.5K(SS400)  φ７５～φ１１００

 フランジ形接合部品 RF7.5K(SUS304)  φ７５～φ１１００

 フランジ形接合部品 GF7.5K(SS400)  φ７５～φ１１００

 フランジ形接合部品 GF7.5K(SUS304)  φ７５～φ１１００

 ＧＸ形接合部品  （直管用）  φ７５～φ４５０

 ＧＸ形接合部品  （異形管用）  φ７５～φ４５０

 ＧＸ形接合部品(Ｐ－Ｌｉｎｋセット)  φ７５～φ３００

 ＧＸ形接合部品(Ｇ－Ｌｉｎｋセット)  φ７５～φ３００

 ＧＸ形接合部品　単品用(直管用)  φ７５～φ４５０

 ＧＸ形ライナ（内外面粉体塗装）  φ７５～φ４５０

 ＧＸ形切管用挿口リング  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形接合部品  （直管・異形管用）  φ７５～φ２５０

       〃            　（直管用）  φ３００～φ４５０

 ＮＳ形接合部品  （直管・異形管･継輪用）  φ５００～φ１０００

 ＮＳ形接合部品（帽・継輪用）  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形接合部品（異形管用）  φ３００～φ４５０

 ＮＳ形接合部品（栓用）  φ５００～φ１０００

 ＮＳ形接合部品　単品用（直管・異形管）  φ７５～φ２５０

       〃               　　　（直管用）  φ３００～φ４５０

 ＮＳ形接合部品（直管・異形管･継輪用）単品用  φ５００～φ１０００

 ＮＳ形接合部品（帽・継輪用 ）　単品用  φ７５～φ４５０

 ＮＳ形接合部品（栓用 ）　単品用  φ５００～φ１０００

 ＮＳ形ライナ（内外面粉体塗装）  φ７５～φ１０００

 ＮＳ形切管用挿口リング  φ７５～φ１０００

 ＵＦ形接合部品（直管用）  φ８００～φ１１００

 ＵＦ形接合部品（異形管用）  φ８００～φ１１００

 Ｓ形接合部品  φ１１００

 Ｓ形切管用挿口リング  φ５００～φ１１００

 ポリエチレンスリ－ブ  φ７５～φ１１００

 ポリエチレンスリ-ブ固定用ゴムバンド  φ７５～φ１１００

 フランジ形接合部品 RF7.5K(SS400)  φ300、φ500～φ1100

 フランジ形接合部品 RF7.5K(SUS304)  φ300、φ500～φ1100

 フランジ形接合部品 GF7.5K(SS400)  φ300、φ500～φ1100

 フランジ形接合部品 GF7.5K(SUS304)  φ300、φ500～φ1100

 離脱防止付き押輪(付属品込）  φ75～φ500

 GX形継輪用特殊押輪  φ75～φ450

 ＮＳ形継輪用特殊割押輪  φ75～φ450

 備考  

 φ300及びφ500以上は管と管の接合用・ガスケット、ボルトナット

 　　　　　〃

 　　　　　〃

規　　　　　　格

ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ

ゴム輪、押輪、SUSナット

本体、ゴム輪

本体、ゴム輪、SUSナット

ゴム輪

本体、ライナボード

 　　　　　〃

ゴム輪、ロックリング、ロックリング用心出しゴム輪

 押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング、ロックリング用心出し
ゴム輪　（帽の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる）

 ゴム輪、ロックリング、ロックリング用心出しゴム輪

 押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング、ロックリング用心出し
ゴム輪

 押輪、ゴム輪、ロックリング、バックリング
ロックリング用心出しゴム輪、SUSナット

 押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング
ロックリング用心出しゴム輪
 ゴム輪、SUSナット
（栓の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる）

 押輪、ゴム輪、ロックリング、バックリング、ロックリング用心出しゴム輪、SUS
ナット

タッピンねじタイプ

 押輪、ゴム輪、Ｔ頭ＢＮ

 　　　　　〃

 押輪、ゴム輪、Ｔ頭ＢＮ

 　　　　　〃

 管と弁類の接合用・ガスケット、ボルトナット

 押輪、ロックリング、ゴム輪、ナット、継ぎ棒、留め金具及びボルト、セットボル
ト

 　　　　　〃

 押輪、割輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUSナット、結合ピ-ス

Ｊ ＷＷＡ　Ｋ　１５８

 ゴム輪、SUSナット
（栓の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる）

押輪、ゴム輪、SUSナット

 　　　　　〃

 　　　　　〃

ライナ用心出しゴムを含む

タッピンねじタイプ　　　　リベットタイプ　　リベット、結合ピース含む

 押輪、芯出しゴム、T頭SUSボルト、ナット

 押輪、ロックリング、ゴム輪、ナット、継ぎ棒、留め金具及びボルト、セットボル
ト

Ｊ ＷＷＡ　Ｋ　１５８

押輪、ゴム輪、SUSナット

別-10
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1 
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負
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表

示
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

2 
工

事
監

督
員

は
、

赤
色

で
実

績
を

表
示

す
る

こ
と

。
 

 



 

第11号様式 

  

  

工 事 完 成 ( 既 済 部 分 ) 届 

 

 

年  月  日 

 

 尼崎市公営企業管理者 あて 

 

 

  請負人       

  住 所     

  氏 名    

  

工 事 名 工事 

工 事 の 場 所 

  

工 事 の 期 間   年  月  日から    年  月  日 

完 成 年 月 日             年   月   日 

既済部分の場合は

そ の 内 容 

  

  

  ・ ・  

□完成 

□既済部分( 明細別紙)  

課長 係長 工事監督員  

  

 

 

 

 

 

 



 

再  資  源  化  等  報  告  書 

 

令和  年  月  日 

 

 

尼 崎 市 公 営 企 業 局 様 

 

氏 名                             

（ 郵便番号）    ―      電話番号  ―   ―     

住 所                             

 

 

 建設工事に係る 資材の再資源化等に関する 法律第１ ８ 条第１ 項の規定によ り 、 下記のと おり  

特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了し たこ と を報告し ま す。  

 

記 

 

１ ． 工 事 名 称                                         

２ ． 工事の場所                                    

３ ． 再資源等が完了し た年月日       令和  年  月  日 

４ ． 再資源化等をし た施設の名称及び所在地（ 書き き れない場合は別紙に記載）  

 

特 定 建 設 資 材 

廃 棄 物 の 種 類 

施 設 の 名 称 所  在  地 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

５ ． 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要し た費用           円（ 税込み）  

 

（ 参考資料を添付する 場合の添付資料） ※資源有効利用促進法に定めら れた一定規模以上の工事の場

合など  

□ 再生資源利用実施書（ 必要事項を記載し たも の）    

□ 再生資源利用促進実施書（ 必要事項を記載し たも の）   

 



 

第６ 号様式 

建設資材廃棄物引渡完了報告書 

                                                            令和  年  月  日 

 

    尼崎市長      あて 

    尼崎市公営企業局    様 

 

                 報告者 住所（ 法人にあっては、 主たる 事務所の所在地）  

  

                                      氏名（ 法人にあっては、 名称及び代表者の氏名）  

  

                     電話番号 

  

 解体工事の名称  

 解体工事の場所  

 建築物等の構造                 解体工事対象床面積           ㎡ 

 解体工事の請負代金   引渡完了年月日  

 建設資材廃棄物の処理費用  運搬費      処分費      合計 

 

 

 

建

設

資

材

廃

棄

物

の

種

類 

 

 

 

 

 

木く ず 

 搬出先事業場の名称                                

搬出先事業場の所在地                                

 引渡量                                

 

がれき 類( コ ン

ク リ ート く ず)  

 搬出先事業場の名称                                

搬出先事業場の所在地                                

 引渡量                                

 

がれき 類( アス

ファ ルト く ず)  

 搬出先事業場の名称                                

搬出先事業場の所在地                                

 引渡量                                

 

金属く ず 

 搬出先事業場の名称                                

搬出先事業場の所在地                                

 引渡量                                

  搬出先事業場の名称                                

搬出先事業場の所在地                                

 引渡量                                

  搬出先事業場の名称                                

搬出先事業場の所在地                                

 引渡量                                

   備考 １  「 解体工事対象床面積」 の欄には、 建築物の解体工事の場合において、 当該解体

工事に係る 部分の床面積を記入し てく ださ い。  

        ２   木く ず、 がれき 類（ コ ンク リ ート く ず） 、 がれき 類（ アス ファ ルト く ず） 及び金

属く ず以外の建設資材廃棄物については、 「 建設資材廃棄物の種類」 の欄に当該建

設資材廃棄物の種類を記入し てく ださ い。      

                                                                          

 



 

注 ① 口座振込を希望するときは、振込先金融機関・預金種別・口座番号・口座名義を記入すること。 

② 口座名義は、フリガナを付けること。 

③ 中間支払請求金額は、千円未満切り捨てること。 

④ 請求件名は、工事名又は物件名を記入のこと。 

⑤ 請求項目は、いずれか一方を消すこと。 

※ 金額については、円単位で記入すること。 

工 事 費 等 請 求 書  

令和   年   月   日 

尼 崎 市 公 営 企 業 管 理 者 殿  

請 求 者 ※押印は不要です 

住 所                           

氏 名                           

登録番号                          

（ 適格請求書発行事業者）  
 
振込先金融機関① 

銀行     支店 

当座・ 普通（ 口座番号       ）  

（フ リ ガ ナ） 

口座名義② 

請 求 金 額 ③ 円（ 税込み）（ 消費税額       円）  

適 用 税 率 税率                     ％ 

請 求 件 名 ④ 
令和   年   月   日 契 約  

 

請 求 項 目 ⑥ 
第    回  中 間 支 払 請 求 

し ゅ ん 工 精 算 支 払 請 求 

内 
 

 
 

訳 

契 約 金 額  円 （ 税込み） 

出 来 高 率  ％  

出 来 高 相 当 額  円 （ 税込み） 

出来高相当額９ 分金  円 （ 税込み） 

前 回 ま で の 受 領 額  円（ 税込み）（ 消費税額       円）  

前回受領時適用税率  税率                      ％  

追っ て 請求する 金額  円 （ 税込み） 



 

施工内容 

令和  年  月  日  曜日 

 

 

 

特記事項 



 

 

 

事 故 報 告 書 

令和     年     月     日 

尼崎市公営企業管理者 様 

工事受注者 

住 所 

氏 名                            

 

下記のと おり 事故が発生し たので報告し ま す。  

工 事 名 称  

事 故 発 生 年 月 日   

事 故 発 生 個 所   

事 故 発 生 経 過   

事 故 発 生 後 の 処 置  

そ の 他 必 要 な 事 項  

 

 



 

工  期  延  長  申  請  書 

 

 

令和     年     月     日 

 

尼崎市公営企業管理者 様 

住所 

氏名                            

工事番号 
 

工事名称  

 

工事場所  

工   期 

旧  令和      年      月      日～令和     年      月      日 

新  令和      年      月      日～令和     年      月      日 

工事金額 

円 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

宅地内の給水管工事のお知ら せ 

               尼崎市公営企業局 

こ のたび公営企業局水道部では事前に工事案内ビ ラ でお知ら せし ま し た、水道工事

を 行いま すが、 お客様の使用さ れていま す給水管（ 私有管） には一部、鉛管等の老朽

給水管が使われているため、お客様からのご要望があれば硬質塩化ビニル管等への取替

え工事（無料）を行うことができます。  

取替えの範囲は、 水道管から水道メータまでの間。ただし 、 道路又は水路と宅地との

境界線より宅地側１ｍ程度までと なり ま す。  

ま た、 上記の範囲内に 13 ㎜メータがあれば 20 ㎜メータに取替えます。（ 現地の状況

によ っ てはメータの取替えができない場合があり ま す。）  
 

こ の工事はお客様の要望により行う工事ですので、 要望される場合は別紙の給水管整備工事

要望書「３ 施行の条件」の内容をご確認いただき、また以下の点についてもご了承のうえ、要望書

を施工業者ま でご提出し ていただく よ う お願いし ま す。  

・  宅地内の復旧範囲については掘削範囲のみとなります。 

・  現地の状況によっては、メータ設置位置が変わる場合があります。 

 も し 、 今回の宅地内の給水管工事を要望されない場合でも要望書の裏面に住所、氏名及び捺

印の上、施工業者ま でご提出し ていただく よ う お願いし ま す。  

なお、 こ の水道工事の完了後に取替えを行う 場合の費用は個人負担（ 有料） と なり ま すの

で、 こ の機会での取替え工事をお勧めし ま す。  

こ のお知ら せの内容につき ま し てご不明な点があり ま し たら 、 次の問い合わせ先ま でお問

い合わせく ださ い。  

 

（ 問い合わせ先）  

施 工 業 者   ○○○○○○    

現場責任者 ○○ 

         連絡先  携帯 ○○○－○○○○－○○○○  

         連絡先  会社  ○○－○○○○－○○○○  

 給水工事担当者  ○○ 

工事担当課   尼崎市公営企業局 水道部 〇〇〇〇課 

工事監督員 ○○ 

電話  ○○－○○○○－○○○○ 

 

 宅地内に鉛管が残ることとなる家庭等におきましては、長時間水を使用しなかったとき

は念のため、最初にバケツ１杯分程度の水を飲料水以外にお使いください｡



 

（ 表 面 ）  

給水管整備工事要望書 
令和   年   月   日 

尼崎市公営企業管理者あて 

                    要望者（水道使用者等） 

             住  所 

                                       氏  名                        印 

 

 私が使用する下記の給水装置に係る給水管の整備工事の施行について、下記の施行条件を承諾

のうえ、権利者の承諾を添えて要望します。 

 

１ 給水装置の所在地 

   尼崎市                                       

 

２ 整備工事の概要 

   尼崎市公営企業局が指定する範囲における給水管の布設替等の工事 

 

３ 施行の条件 

( 1)    整備工事の施行に伴い敷地内を掘削し、及び給水管を布設替えすること。 

( 2)    整備工事の施行に伴う敷地内の掘削跡を土砂埋戻し又はモルタル復旧とすること。 

( 3)    整備工事の施行に当たり 、敷地内の植木、器具等が障害となるときは、要望者に           

おいて、当該工事の施行日までに当該障害物を移動させ、又は取り除く等の措置を講ずるこ

と。 

( 4)    整備工事の施行に当たり、敷地内の給水装置の改造が条件となっているときは、要望者

において、整備工事の施行日までに当該給水装置の改造を完了させること。 

以   上 

 

 

 

  上記のとおり整備工事を施行することを承諾します。 

   令和   年   月   日 

                        権利者（家屋所有者等） 

                                        住 所 

                                         氏 名                       印 



 

（ 裏 面 ）  

（ 要 望 し な い 場 合 は 、 以 下 に 記 入 。 ）  

 

 

給水管整備工事（ 表面） については、 要望し ま せん。  

 

 

令和   年   月   日 

 

 

住 所                       

 

 

氏 名                    印 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「 個人情報・ データ 取扱特記事項」  

 

（ 総則）  

第１ 条 受注者は、個人情報及びデータ の保護の重要性を認識し 、こ の契約によ る 工事（ 契約書、

約款及び仕様書等（ 仕様書、 協議書、 図面、 見本等をいう 。 以下同じ 。 ） 基づく 工事を含む。

以下「 工事」 と いう 。 ） を実施する に当たっては、 個人及び発注者の権利利益を侵害する こ と

のないよ う 、 個人情報及びデータ を適切に取り 扱わなければなら ない。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の特記事項において、 「 個人情報」 と は、 個人情報の保護に関する 法律（ 平成１ ５ 年

法律第５ ７ 号。 以下「 個人情報保護法」 と いう 。 ） 第２ 条第１ 項に規定する 個人情報及び死者

に関する 情報（ 死者に関する 情報であって、 当該情報に含ま れる 氏名、 生年月日その他の記述

等によ り 特定の死者を識別する こ と ができ る も の（ 他の情報と 容易に照合する こ と ができ 、 そ

れによ り 特定の個人を識別する こ と ができ る こ と と なる も のを含む。 ） をいう 。 ） をいう 。  

２  こ の特記事項において、 「 情報シス テム」 と は、 尼崎市情報セキュ リ ティ 対策基準第１ 章２

（ ３ ） に規定する 情報シス テムを、 「 データ 」 と は、 同章２ （ ６ ） に規定する データ をいう ｡ 

（ 取得の制限）  

第３ 条 受注者は、 工事を行う ために個人情報を取得する と き は、 工事の目的を達成する ために

必要な範囲内で、 適法かつ公正な手段によ り 行わなければなら ない。  

（ 安全管理措置に係る 義務）  

第４ 条 受注者は、 個人情報保護法第６ ６ 条第２ 項の規定に鑑み、 工事に関し て知り 得た個人情

報又は当該工事に関する データ （ 以下「 本件個人情報等」 と いう 。 ） について、 その漏えい、

滅失、き 損、改ざん及び発注者が認める 場所外への無断持出し（ 以下「 情報漏えい等」 と いう 。）

の防止その他個人情報又はデータ の安全管理のために必要かつ適切な措置（ 以下「 安全管理措

置」 と いう 。 ） を講じ なければなら ない。  

２  受注者は工事を行う に際し 、 当該工事に従事する 従業員及び当該工事の作業場所を特定し な

ければなら ない。  

３  受注者は工事を行う に際し 、 本件個人情報等を日本国外に持ち出し てはなら ない。  

４  受注者は、 本件個人情報等について安全管理措置を講じ る にあたっては、 「 個人情報の保護

に関する 法律についてのガイ ド ラ イ ン（ 行政機関等編） 」 及び「 個人情報の保護に関する 法律

についての事務対応ガイ ド （ 行政機関等向け） 」 に定める 安全管理措置に関する 事項を遵守し

なければなら ない。  

（ 秘密の保持）  

第５ 条 受注者は、個人情報その他工事の履行に際し て知り えた秘密を他に漏ら し てはなら ない。

こ の契約期間満了後及びこ の契約の解除後においても 、 同様と する 。  

（ 利用又は提供の禁止）  

第６ 条 受注者は、 発注者の許可がある 場合を除き 、 本件個人情報等を、 こ の契約の履行目的以

外の目的に利用し 、 又は第三者に提供し てはなら ない。  

（ 複写又は複製の禁止）  

第７ 条 受注者は、 発注者の許可がある 場合を除き 、 本件個人情報等を複写し 、 又は複製し ては

なら ない。  



 

（ 事故等発生時における 報告義務等）  

第８ 条 受注者は、工事に関する 第４ 条第１ 項の規定に基づく 安全管理措置を講じ ていないこ と 、

本件個人情報等に係る 情報漏えい等の事故が発生し たこ と 又は当該事故が発生する おそれがあ

る こ と （ 以下「 事故等」 と いう 。 ） を知ったと き は、 速やかに、 発注者にその旨を通知し 、 発

注者の指示を受ける と と も に、 遅延なく 、 事故等の状況を書面によ り 発注者に報告し なければ

なら ない。  

２  発注者は、 事故等があった場合において必要がある と 認める と き は、 受注者の名称、 事故等

の内容その他必要と 認める 事項について公表する こ と ができ る 。  

（ 従事者への指導等）  

第９ 条 受注者は、 工事に従事し ている 者及び従事し ていた者（ 派遣労働者、 契約社員その他の

正社員以外の労働者を含む。 以下同じ 。 ） に対し 、 本件個人情報等の内容をみだり に他人に知

ら せ、 又は不当な目的に利用さ せないために必要な措置を講じ なければなら ない。  

２  受注者は、 工事に従事し ている 者に対し て、 本件個人情報等の保護に関し 必要な事項を周知

し 、 又は教育をし なければなら ない。  

３  受注者は、 発注者から 前項の規定によ る 周知又は教育の実施状況の報告を求めら れた場合に

は、 当該実施状況等を書面によ り 発注者に報告し なければなら ない。  

４  受注者は、 発注者が必要と 認める と き は、 工事に従事し ている 者を個人情報又はデータ の取

扱いに関する 研修（ 発注者が実施する も のその他の発注者が指定する も のに限る 。） に参加さ せ

なければなら ない。  

５  受注者は、 発注者に対し て、 工事に従事し ている 者及び従事し ていた者の全ての行為及びそ

の結果について、 責任を負う も のと する 。  

（ 個人情報等の受領）  

第１ ０ 条 受注者は、 工事の履行上、 発注者から 本件個人情報等の提供がある 場合は、 様式第１

号「 個人情報及びデータ 等受領証兼複製申請書」 を発注者に提出し なければなら ない。  

（ データ 等の持出し ）  

第１ １ 条 受注者は、 工事の履行上、 やむを得ずこ の契約によ る 工事に関する データ を発注者の

管理する 情報シス テムの外部に持ち出す場合は、様式第２ 号「 データ 等借用申請書」 を提出し 、

発注者の許可を受けなければなら ない。  

２  前項に規定する 場合は、 そのデータ を持ち出す際に、 暗号化等の措置を行う と と も に、 様式

第３ 号「 情報持出管理簿」 に記録し 、 こ の契約の終了の際及び発注者の求めに応じ て、 こ れを

発注者に提出し なければなら ない。  

（ データ 等の持込み）  

第１ ２ 条 受注者は、 工事の履行上、 外部から 発注者の管理する 情報シス テムにデータ 等を持ち

込み、 作業を行う 場合は、 様式第４ 号「 データ 持込申請書」 を提出し 、 発注者の許可を受けな

ければなら ない。  

２  前項に規定する 場合には、 最新のパタ ーンファ イ ルが適用さ れたウ イ ルス 対策ソ フト 等によ

り データ 等にコ ンピュ ータ ウ イ ルス 等の不正プロ グラ ムが書き 込ま れていないこ と を確認し た

う えで、 様式第５ 号「 ウ イ ルス 検査済証明書」 を提出し なければなら ない。 約款第３ ２ 条第７

項の規定によ り 成果物と し てデータ を発注者に引き 渡す場合その他工事に関し て受注者がデー

タ を発注者に引き 渡す場合も 、 同様と する 。  



 

（ 個人情報等の返還等）  

第１ ３ 条 受注者は、 工事に関し て発注者から 提供を受け、 又は自ら が取得し 、 若し く は作成し

た本件個人情報等は、 こ の契約終了後、 直ちに発注者に返還し 、 又は引き 渡さ なければなら な

い。 ただし 、 発注者が別に指示し たと き は、 こ の限り でない。  

２  前条第２ 項の規定は、 前項の規定によ り 発注者にデータ を返還し 、 又は引き 渡す場合につい

て、 準用する 。  

（ 廃棄等）  

第１ ４ 条 受注者は、 発注者の許可がある 場合を除き 、 工事に関する データ を保有する 必要がな

く なったと き は、 こ れを確実かつ速やかに消去し なければなら ない。 こ の場合において、 受注

者は、 データ を消去し た日から １ ４ 日以内に、 様式第６ 号「 データ 消去証明書」 を発注者に提

出し なければなら ない。  

２  受注者は、 工事の履行上、 発注者から 記録媒体等の廃棄指示があった場合は、 こ れを確実に

物理的に破壊し 、 又は全ての記録を復元不可能な状態に消去し た後に廃棄し 、 その破壊し 、 又

は廃棄し た日から １ ４ 日以内に、 様式第７ 号「 廃棄証明書」 を発注者に提出し なければなら な

い。  

（ 第三者に下請負する 場合の措置）  

第１ ５ 条 受注者は、 約款第７ 条第２ 項の規定によ り 発注者の承認を得て工事の一部を第三者に

下請負を行おう と する 場合において、 その下請負を行う 業務内容に本件個人情報等の取扱いが

含ま れる と き は、 当該第三者においてその再委託に係る 業務に関する 本件個人情報等の取扱い

に係る 安全管理措置が講じ ら れる こ と を、 その下請負契約の締結前に確認し 、 書面によ り その

内容を発注者に報告し なければなら ない。  

２  受注者から 下請負を受けた業務に関し てさ ら に第三者に下請負（ それ以降の下請負も 含む。

以下「 再下請負等」 と いう 。） が行われる 場合において、 その再下請負等を行う 業務内容に本件

個人情報等の取扱いが含ま れる と き は、 受注者は、 当該再下請負等を行う 者に対し 、 次に掲げ

る 事項を遵守さ せなければなら ない。  

⑴  再下請負等を行う こ と について、受注者を通じ て約款第７ 条第２ 項の規定によ る 発注者

の承認を得る こ と 。  

⑵  再下請負等の契約の締結前に、当該再下請負等を受ける 者において当該再下請負等に係

る 業務に関する 本件個人情報等の取扱いに係る 安全管理措置が講じ ら れる こ と を確認し 、

書面によ り その内容を発注者に報告する こ と 。  

第１ ６ 条 下請負又は再下請負等が行われる 場合は、 受注者は、 下請負又は再下請負を行う 者に

対し 、 こ の特記事項と 同等以上の再下請負先又は再下請負先遵守義務を定める 規定をその下請

負又は再下請負等に係る 契約に規定さ せなければなら ない。  

２  受注者は、 下請負先及び再下請負先に対し 、 こ の特記事項に定める 受注者の義務（ その性質

上受注者のみが負う べき も のを除く 。） を遵守さ せなければなら ない。  

３  受注者は、 発注者に対し て、 下請負先及び再下請負先の全ての行為及びその結果について、

責任を負う も のと する 。  

（ 書類の提出）  

第１ ７ 条 受注者は、契約締結時に、発注者が工事に関し て定める 事項を記載し た様式第８ 号「 誓

約書」 を発注者に提出し なければなら ない。  

２  受注者は、 工事に従事する 者に対し 、 工事に従事さ せる 前に、 氏名、 従事を開始する 日、 従



 

事を終了する 日その他発注者が工事に関し て定める 事項を記載し た様式第９ 号「 確認書」 を提

出さ せ、 その確認書の写し を発注者に提出し なければなら ない。  

（ 調査等）  

第１ ８ 条 発注者は、 必要がある と 認める と き は、 本件個人情報等の取扱いについて、 調査を行

い、 又は受注者に報告を求める こ と ができ る 。  

２  受注者は、 前項の調査に協力し 、 及び同項の報告の求めに応じ なければなら ない。  

（ 監査等）  

第１ ９ 条 発注者は、 必要がある と 認める と き は、 工事に関し て必要なセキュ リ ティ 対策が確保

さ れている こ と その他本件個人情報等の適正な取扱いについて、 監査し 、 又は受注者に改善を

求める こ と ができ る 。  

２  受注者は、 前項の監査に協力し 、 及び前項の改善の求めがあった場合は適切な措置を講じ な

ければなら ない。  

（ 定期報告）  

第２ ０ 条 受注者は、 本件個人情報等の取扱いの状況（ 下請負先及び再下請負先における 状況を

含む。 ） について、 原則と し て、 年１ 回以上、 定期的に報告し なければなら ない。 ただし 、 契

約期間が１ 年に満たない場合は、 こ の限り でない。  

（ 受注者の指示、 法令等の遵守）  

第２ １ 条 受注者は、 こ の特記事項に定める 義務を履行する に当たり 、 仕様書等においてその履

行の方法等について発注者の指示がある と き は、 こ れに従わなければなら ない。 ただし 、 発注

者が別に承認し たと き は、 こ の限り でない。  

２  前各条及び前項に定める も ののほか、 受注者は、 個人情報保護法、 行政手続における 特定の

個人を識別する ための番号の利用等に関する 法律（ 平成２ ５ 年法律第２ ７ 号）、 尼崎市個人情報

の保護に関する 法律施行条例（ 令和５ 年尼崎市条例第９ 号）、 尼崎市情報セキュ リ ティ 対策基準

その他の個人情報の保護及び情報セキュ リ ティ に関する 関係法令（ 尼崎市の条例等を含む。） 及

び仕様書等の定めを遵守し なければなら ない。  

（ 契約解除等）  

第２ ２ 条 発注者は、 受注者がこ の特記事項に違反し たと き は、 約款第４ ７ 条第７ 項に該当する

も のと し て、 同項の規定に基づき 、 工事の全部又は一部を解除する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項に規定する 場合において、 約款第４ ７ 条の規定によ り こ の契約を解除し たと

き は、 こ れによ り 受注者に損失が生じ た場合においても 、 こ れを一切補償し ないも のと する 。  

３  事故等が個人情報保護法第６ ８ 条第１ 項に規定する 場合に該当する と き は、 同条第２ 項の規

定によ る 本人への通知に要する 費用その他事故等によ り 発注者に必要と なった事務に要し た費

用（ 第三者への損害賠償を含む。） については、 約款第５ ４ 条第１ 項第４ 号の規定によ り 、 発注

者に対し て賠償し なければなら ない。  

４  前項に規定する も ののほか、 受注者は、 こ の特記事項に違反し たこ と によ り 発注者に損害を

与えた場合は、 約款第５ ４ 条第１ 項第４ 号の規定によ り 、 発注者に対し てその損害を賠償し な

ければなら ない。  

５  事故等の発生によ り 第三者に損害を与えた場合は、 受注者は、 約款第２ ９ 条第１ 項の規定に

よ り 、 当該第三者に対し 、 その損害を賠償し なければなら ない。  

 



様式第 1 号 

年   月   日 

尼崎市公営企業管理者 

所在地                

事業者名                

代表者名                

 

個人情報及びデータ 等受領証兼複製申請書 

 

次のと おり 個人情報及びデータ 等を受領し ま し た。  

受領し ま し た個人情報及びデータ 等につき ま し ては、 貴市の重要な情報資産と いう 認識

の下、 本件以外に使用し ないこ と 、 社内外を問わず情報を漏えいさ せないこ と を、 こ こ に

記し ま す。  

受領し ま し た個人情報及びデータ 等につき ま し ては、 作業終了後、 速やかに返却又は消

去し ま す。 ま た、 消去し た場合は別途「 データ 消去証明書」 を提出し ま す。  

 

契 約 名  

受 領 日      年   月   日 

受 領 物 

対象データ 等の名称：  

形状：  

数量：  

受 領 者  

返 却 予 定 日 年   月   日 

 

上記のと おり 受領し ま し た個人情報及びデータ 等を、 業務を履行する う えでパソ コ ン等

に複製する 必要がある ため、 申請し ま す。  

 複製し た個人情報及びデータ 等につき ま し ては、 作業終了後、 速やかに消去し 、 別途「 デ

ータ 消去証明書」 を提出し ま す。  

 

複 製 理 由  

複 製 先  

消去作業予定日       年  月  日 ～      年  月  日 

 



様式第 2 号 

年   月   日 

尼崎市公営企業管理者 

所在地                

事業者名                

代表者名                

 

データ 等借用申請書 

 

貴市の情報資産を次のと おり 借用し ま す（ データ 等を媒体に保存し て借用する 場合は貴

市所有の媒体と し ま す）。 借用し ま し た資産につき ま し ては、 貴市の重要な情報資産である

と いう 認識の下、 本件以外に使用し ないこ と 、 社内外を問わず情報を漏えいさ せないこ と

を、 こ こ に記し ま す。借用し ま し た資産につき ま し ては、作業終了後速やかに返却し ま す。  

ま た、 借用し ま し た資産をパソ コ ン等に複製し た場合、 作業終了後、 速やかに消去し 、

別途「 データ 消去証明書」 を提出し ま す。  

 

契 約 名  

使 用 目 的  

使 用 場 所  

借 用 物 

対象データ 等の名称：  

形状：  

数量：  

借 用 者  

借 用 日 年   月   日 

返 却 予 定 日 年   月   日 

デ ー タ の 複 製 
□有（ 理由：                         ）  

（ 消去作業予定日：    年  月  日～   年  月  日）  

□無 

 



様式第 3 号 

年   月   日 

尼崎市公営企業管理者 

所在地                

事業者名                

代表者名                

 

情報持出管理簿 

 

×××工事請負契約において、 発注者（ 尼崎市公営企業局） から 提供さ れた個人情報及

びデータ を持出す場合は、 次の表で管理し ます。  

 

 持出 返却 

No 
年月日 

理由 持出先 持出形態 持出確認者 
返却日 

返却確認者 

持出者 返却者 

例 
2023/4/1 印刷作業 

のため 
〇〇 USB 〇〇 〇〇 

2023/4/2 
〇〇 〇〇 

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 

1 
 

    
 

 
  

2 
 

    
 

 
  

3 
 

    
 

 
  

4 
 

    
 

 
  

5 
 

    
 

 
  

6 
 

    
 

 
  

7 
 

    
 

 
  

8 
 

    
 

 
  

 

 

 



様式第 4 号 

 年   月   日 

尼崎市公営企業管理者 

所在地                

事業者名                

代表者名                

 

データ 等持込申請書 

 

データ 等を貴市の管理する 情報シス テムに持込んで実施する 作業がある ため、 次のと お

り 申請し ま す。 別途「 ウ イ ルス 検査済証明書」 も 提出し ま す。  

契 約 名  

申 請 理 由 

 

持 込 み 者 （ 所属：         ）  

持 込 場 所  

デ ー タ の

内 容 

 

持 込 方 法 媒体等の種類・ 数量：  

持 込 日 

( 持込期間)  

      年  月  日 

（      年  月  日 ～      年  月  日）  

※USBメ モリ 等の外部記録媒体を利用する 場合は、 原則と し て尼崎市管理の USBメ モリ を利用する こ と 。



様式第 5 号 

年   月   日 

尼崎市公営企業管理者 

所在地                

事業者名                

代表者名                

 

ウ イ ルス 検査済証明書 

 

納入媒体及びファ イ ルにつき ま し て、 次のと おり ウ イ ルス 検査を実施し た結果、 媒体内

に格納し たファ イ ルについて、 ウ イ ルス 感染し ていないこ と を証明し ま す。  

 

契 約 名  

契 約 期 間      年   月   日 ～    年   月   日 

媒 体 の 種 類 
 

検 査 年 月 日      年   月   日 

ウ イ ル ス  

対 策 製 品 

製 品 名 
 

パタ ーン 

フ ァ イ ル 

バージョ ン情報 

 

検 査 実 施 者 

団体等名  

氏 名  

 

※ こ の検査済証は、 １ 媒体につき １ 枚を各媒体に添付し て提出する こ と 。  

 



様式第 6 号 

年   月   日 

尼崎市公営企業管理者 

所在地                

事業者名                

代表者名                

 

データ 消去証明書 

 

次の情報等について、 すべて消去し たこ と を証明し ま す。  

 

契 約 名  

契 約 期 間      年   月   日 ～    年   月   日 

消 去 対 象 

 

 

 

当初消去作業

予 定 日 

     年   月   日 ～    年   月   日 

「 データ 等受領証兼複製申請書」 提出時の予定日を記載 

消去作業実施日 年   月   日 

消 去 作 業 者  

消去作業場所  

消 去 方 法 
 

※消去作業に使用し たツールやソ フト ウ ェ ア等の名称、 バージョ ンも 記載 

消 去 確 認 者  

そ の 他 

 

 

 

※ データ を消去する 際は、 事前に発注者へ連絡し 、 承認を受けた上で行い、 消去結果に

ついて、 速やかに報告する こ と  

※ データ を消去し た日から １ ４ 日以内の提出を必須と する  

 

年   月   日 

尼崎市公営企業管理者 

所在地                



様式第 7 号 

事業者名                

代表者名                

 

廃棄証明書 

 

受領し た次の記録媒体等について、 すべて廃棄し たこ と を証明し ま す。  

 

契 約 名 
 

契 約 期 間      年   月   日 ～    年   月   日 

廃 棄 対 象 
 

 

廃棄作業実施日 年   月   日 

廃 棄 作 業 者  

廃棄作業場所  

廃 棄 方 法 
 

 

廃 棄 確 認 者  

そ の 他 

 

 

 

※ 記録媒体を廃棄し た場合は、 機器を特定する 品番等も 記載する こ と 。  

※ 確実に物理的に破壊し 、又は全ての記録を復元不可能な状態に消去し たこ と を証明する

画像等を添付する こ と  

※ 廃棄し た日から １ ４ 日以内の提出を必須と する  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 8 号 

誓 約 書 

 

当社は、 ××××工事の実施に関し 、 次のと おり 相違ないこ と を 報告し 、 誠実に契約を履行する

こ と を誓いま す。  

項目 確認事項 チェ ッ ク

欄 

基本事項 個人情報及びデータ の保護の重要性を認識し 、 適切に取扱う 。  □ 

法令等遵守 個人情報の保護に関する 法律、 行政手続における 特定の個人を識別す

る ための番号の利用等に関する 法律、 尼崎市個人情報の保護に関する

法律施行条例、 尼崎市情報セキュ リ ティ 対策基準その他の個人情報の

保護及び情報セキ ュ リ ティ に関する 関係法令（ 尼崎市の条例等を 含

む。 ） 及び仕様書等の定めを遵守する  

□ 

安全管理義務 工事に関し て知り 得た個人情報又は当該工事に関する データ（ 以下「 本

件個人情報等」 と いう 。 ） の管理責任者を 定め、 工事の従事者を 限定

する 。  

□ 

本件個人情報等を取扱う 場所を特定する 。  □ 

本件個人情報等の無断持出し 禁止を周知徹底さ せる 。  □ 

本件個人情報等について、 紛失、 損傷、 焼失等の事故が生じ ないよ う

に安全かつ適切な管理体制を整備する 。  
□ 

秘密の保持 個人情報その他こ の工事の履行に際し て知り 得た秘密を他に漏ら さ な

い。 契約期間満了後及び契約解除後においても 同様と する 。  
□ 

目 的 外 使 用 及

び 第 三 者 へ の

提供禁止 

本件個人情報等を契約の履行目的以外に使用し 、第三者に提供し ない。 

□ 

複写及び複製

の禁止 

本件個人情報等を委託者の承認なく 、 用紙、 記録媒体等に複写し 、 又

は複製し ない。  
□ 

事故発生の報

告義務 

情報漏えい等の事故が発生し た場合等に備え、 直ちに発注者へ通知、

報告でき る 体制を整備する 。  
□ 

教育 従事者に対し て、 個人情報及びデータ の保護に関し 、 必要な事項を 周

知し 、 充分な教育を行う 。 ま た、 教育の実施状況を記録する 。  
□ 

個人情報及び 

データ の受領 

発注者から 本件個人情報等の提供を 受けた場合は、 「 個人情報及びデ

ータ 受領証兼複製申請書」 を提出する 。  
□ 



様式第 8 号 

デ ー タ 等 の 持

出し  

発注者の管理する 情報シス テムから データ 等を持出す場合は、 「 デー

タ 等借用申請書」 を提出する 。  
□ 

発注者の管理する 情報シス テムから データ 等を持出す場合は、 暗号化

等の措置を行った上で、 「 情報持出管理簿」 に記録する 。  
□ 

デ ー タ 等 の 持

込み 

発注者の管理する 情報シス テムにデータ を 持込み、作業を行う 場合は、

「 データ 持込み申請書」 を提出する 。  
□ 

データ を持込む場合には、 最新のパタ ーンフ ァ イ ルが適用さ れたウ イ

ルス 対策ソ フ ト 等を 使用し 、 事前に記録媒体等にコ ンピ ュ ータ ーウ イ

ルス 等の不正なプロ グラ ムが書き 込ま れていないこ と を確認する 。  

□ 

個人情報等の 

返還等 

発注者から 提供を受け、 又は自ら が取得し 、 若し く は作成し た本件個

人情報等は、 こ の契約終了後、 直ちに発注者に返還し 、 又は引き 渡さ

なければなら ない。  

□ 

廃棄等 工事に関する データ を 保有する 必要がなく なったと き は、 確実かつ速

やかに消去し 「 データ 消去証明書」 を提出する 。  
□ 

工事の履行上、 発注者から 記録媒体等の廃棄指示があっ た場合は、 確

実に物理的に破壊し 、 又はすべての記録を 復元不可能な状態に消去し

た後に廃棄し 、 「 廃棄証明書」 を提出する 。  

□ 

下請負の禁止 発注者の承諾なし に、 工事を第三者に委託し 又は請け負わせない。  □ 

発注者の承諾を受けて下請負及び再下請負（ それ以降の再下請負も 含

む） し た場合は、 下請負者及び再下請負者に本契約の規定を遵守さ せ

る 。  

□ 

監督及び監査 発注者が、 本契約の履行に監視の必要がある と き は、 受注者、 下請負

先及び再下請負先（ それ以降の下請負も 含む） に対し て報告を求め、

監査を 行い、 ま たは監査に立ち会う こ と が出来る よ う に体制等を 整備

する 。  

□ 

 

令和○○年○○月○○日 

 

尼 崎 市 公 営 企 業 管 理 者 様 

（ 所 在 地）  

（  名 称 ）  

（ 代表者名）  

 



様式第 9 号 

確 認 書 
 

私は、 XXXXX会社（ 以下「 会社」 と いう 。 ） の従事者と し てXXXXX工事を遂行する

にあたり 、 個人情報の保護に関する 法律、 行政手続における 特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する 法律、 尼崎市個人情報の保護に関する 法律施行条例、

尼崎市情報セキ ュ リ ティ 対策基準その他の個人情報の保護及び情報セキ ュ リ ティ

に関する 関係法令（ 尼崎市の条例等を含む。 ） を 遵守し 、 ①データ を適正に取り 扱

う こ と ②データ が漏えい、 滅失又はき 損さ れる 等の事故（ 以下「 事故」 と いう 。 ）

がないよ う 常に細心の注意を 払う こ と ③データ を業務目的以外の目的で使用し 、 又

は第三者に提供し ないこ と ④データ を 複写又は複製し ないこ と ⑤事故が発生し た

と き は、 直ちに会社へ報告する こ と ⑥個人情報の保護及び情報セキュ リ ティ の重要

性を深く 認識し 、 誠実に職務を 遂行する こ と を こ こ に確認し ま す。  

 

令和○○年○○月○○日 

 

XXXXX 会社 様 

 

 

（ 氏     名）                

（ 従 事 開 始 日）              

（ 従事終了予定日）              









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 道 工 事 共 通 仕 様 書 
 

平成２ ３ 年４ 月１ 日  改訂 

平成２ ３ 年７ 月１ 日一部改正 

平成２ ４ 年５ 月１ 日一部改正 

平成２ ４ 年９ 月１ 日一部改正 

 平成２ ６ 年１ 月２ ０ 日一部改正 

平成２ ６ 年１ ０ 月１ 日一部改正 

平成２ ７ 年９ 月２ ５ 日一部改正 

平成２ ８ 年４ 月１ 日一部改正 

平成２ ８ 年７ 月１ 日一部改正 

平成２ ９ 年１ ２ 月１ 日一部改正 

平成３ ０ 年４ 月１ 日一部改正 

平成３ ０ 年１ ０ 月１ 日一部改正 

令和元年５ 月１ ５ 日一部改正 

令和３ 年４ 月１ 日一部改正 

令和５ 年４ 月１ 日一部改正 

令和６ 年４ 月１ 日一部改正 

令和７ 年４ 月１ 日一部改正 

令和７ 年９ 月１ 日一部改正 

令和８ 年４ 月１ 日一部改正 

 
編集 尼崎市公営企業局水道部水道建設課 

尼崎市東七松町 2 丁目 4 番 16 号 

電話 （ ０ ６ ） ６ ４ ８ ９ －７ ４ ５ ０  


